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平成２５年第４回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第１日目（平成２５年１２月１７日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５８分 開会）

開 会 ・ 開 議 宣 告

○議長（山崎数彦君） おはようございます。

ただいまから、平成２５年歌志内市議会第４回定例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、本日の会議

を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（山崎数彦君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署名議員に３番湯浅礼子さん、６番女鹿聡さんを指

名いたします。

会 期 の 決 定

○議長（山崎数彦君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

この定例会を、本日から１２月２０日までの４日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。

諸 般 報 告

○議長（山崎数彦君） 日程第３ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

阿部議会事務局長。

○議会事務局長（阿部幸雄君） 報告いたします。

この定例会に付議されます議案は、市長より送付を受けた議案１７件、諮問１件、委員長報

告１件であります。

次に、議長の報告でございますが、平成２５年第３回定例会以降、昨日までの議会動向につ

きましては、本日別紙配付しております諸般報告のとおりでありますので御了承願います。

また、本会議に説明のため出席する者、本会議の事務に従事する者等につきましては、別記
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記載のとおりであります。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（山崎数彦君） 特段の発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

報 告 第 １ １ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第４ 報告第１１号議案第５１号平成２４年度歌志内市各会計歳

入歳出決算の認定について、議案第５２号平成２４年度歌志内市病院事業会計決算の認定につ

いて（平成２５年９月１０日決算審査特別委員会付託）を議題といたします。

この件について、特別委員会委員長の報告を求めます。

決算審査特別委員会委員長梶敏さん。

○決算審査特別委員会委員長（梶敏君） －登壇－

報告第１１号議案第５１号平成２４年度歌志内市各会計歳入歳出決算の認定について、議案

第５２号平成２４年度歌志内市病院事業会計決算の認定について。

決算審査特別委員会報告書。

当委員会に閉会中の審査として、付託を受けた事件について審査の結果、次のとおり決定し

たので、会議規則第１０５条の規定により報告いたします。

記。

１、事件。

議案第５１号平成２４年度歌志内市各会計歳入歳出決算の認定について。

議案第５２号平成２４年度歌志内市病院事業会計決算の認定について。

平成２５年９月１０日付託。

２、審査の経過、１１月１３日、１４日、１５日の３日間、これが審査のため本特別委員会

を開催し慎重に審査をした。

３、審査の結果、認定する。

以上であります。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、報告第１１号について採決をいたします。

この本件に対する委員長の報告は、認定とするものであります。

本件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５１号平成２４年度歌志内市各会計歳入歳出決算の認定について、議案
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第５２号平成２４年度歌志内市病院事業会計決算の認定についての件は、原案のとおり認定さ

れました。

諮 問 第 １ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第５ 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて御提案申し上げます。

下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求めるものでございます。

記。

住所、歌志内市字神威２７２番地２。

氏名、秋元邦子。

生年月日、昭和２７年６月５日。

提案理由は、人権擁護委員、秋元邦子氏が平成２６年３月３１日をもって任期満了となるの

で、引き続き委員として推薦しようとするものでございます。任期は３年でございます。

次ページをお開きください。

秋元邦子氏の略歴でございますが、再任でございますので内容説明は省略させていただきま

す。

以上でございますので、御承認くださいますようよろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、諮問第１号について採決をいたします。

ただいまの諮問については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、諮問第１号は、これに同意することに決しました。

議 案 第 ５ ４ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第６ 議案第５４号歌志内市東光最終処分場閉鎖基金条例の制定

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－
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議案第５４号歌志内市東光最終処分場閉鎖基金条例の制定について御提案申し上げます。

提案理由は、歌志内市東光最終処分場の閉鎖に要する費用に充てるための基金を設置し、そ

の管理及び処分に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定しようとするものでございま

す。

最初に、条例制定の経緯につきまして御説明いたします。

東光最終処分場は、中・北空知廃棄物処理広域連合の焼却施設から排出される焼却灰を処理

するために、昨年１２月に株式会社エコバレー歌志内から無償で取得いたしました。

最終処分場につきましては、対象物の埋め立て期間中に処理費用がかかるのはもちろんでご

ざいますが、埋め立てが終了してからも一定期間、浸出水の管理や覆土処理を行わなければな

らないなど、閉鎖するにも多額の費用が必要となります。このため、民間企業には法律によ

り、閉鎖費用を積み立てることが義務づけられております。

このたび、株式会社エコバレー歌志内から、東光最終処分場の閉鎖費用に使ってほしいと積

み立てていた閉鎖費用相当額の寄附がありましたので、将来の閉鎖費用に充てるため基金とし

て管理しようとするものでございます。

以上、経緯について説明いたしました。

次ページの本文に参ります。

歌志内市東光最終処分場閉鎖基金条例。

第１条は、設置の規定でございます。東光最終処分場の閉鎖に要する費用に充てるため、新

たに東光最終処分場閉鎖基金を設置するものでございます。

第２条は、積み立てについての規定でございます。基金へは、東光最終処分場の閉鎖費用に

充てるための寄附金及びその他の収入を積み立てるものでございます。

第３条は、管理の規定でございます。基金の管理方法は、金融機関への預金、その他、最も

確実かつ有利な方法により管理するものでございます。

また、第２項では、基金に属する現金につきましては、必要に応じ、最も確実かつ有利な有

価証券にかえることができるとするものでございます。

第４条は、運用益金の処理の規定でございます。基金の運用益金につきましては、一般会計

の歳入歳出予算に計上した上で基金に編入するものでございます。

第５条は、処分の規定でございます。積み立てた基金につきましては、東光最終処分場の閉

鎖費用に充てる場合に限り処分することができること。

第２項は、基金を処分する場合は、一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならないとす

るものでございます。

第６条は、委任の規定でございます。この条例に定めるもののほか、基金の管理について必

要な事項は、市長が別に定めることとするものでございます。

附則。

この条例は、公布の日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 基金条例、必要なのでしょうけれども、説明にありました、民間企業

には積み立てをする責任があるということですけれども、自治体の管理になると、その責任と

いうのは当然発生しているのか、していないのか、法的にですね、それを１点と、それから財

源なのですけれども、２条において寄附金及びその他の収入ということになっていますけれど
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も、これはどの金額、どの寄附、その他を想定しているのか伺います。

それから、一定期間終了後ということですけれども、この処分場、何年ぐらいを使用目的に

して、最終的に閉鎖しようとするときにはどのぐらいの金額が必要かと、その金額の想定もさ

れているのかということをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） まず１点目の民間には責任があるということで、自治体にも責任

があるのかということでございますが、当然、自治体にも責任はございます。

民間の場合は倒産をして、その後、管理されない場合もございますので、法律により規定さ

れておりますが、自治体の場合は倒産というようなことはございませんので、規定されていな

いものだと思います。

あと、財源でございますが、寄附金につきましては、先ほど申し上げましたように、株式会

社エコバレーさんのほうから積立金の相当額の寄附がございましたので、その部分を積み立て

るものでございます。

その他の寄附というのは、広域連合の焼却灰を入れるものですから、それにかかる費用につ

いては広域連合で負担していただきますので、追加の費用がかかるようでございましたら負担

金等ということで負担してもらうことを想定しております。

それと、一定期間というのはどれぐらいかということでございますが、今ちょっと広域連合

のほうの焼却灰の焼却施設の期間がまだ１年たっていないものですから、まだちょっとどれぐ

らいになるかわかりませんが、今、ごみの量がちょっと多くて、あと、焼却灰も当初予定して

いたよりも少し残渣が多いようです。それでいきますと、大体十四、五年、ただ、これからご

みは減ってくると思いますし、安定もしてくると思いますので、多少延びるのかなというふう

には思っておりますが、今のところはそれぐらいの期間かなというふうに思っております。

あと何年ぐらいということでございますけれども、今のごみの量でいきますと、十四、五年

ぐらい。また、ごみ、これから少しずつ減っていくと思いますので、もう少し延びるのかなと

いうふうに思っております。

あと、閉鎖費用でございますが、そのときになってみなければちょっとわからない部分がご

ざいます。十数年先のことでございますので、現時点で正確に見積もることは困難でございま

すが、エコバレーさんのほうでは、当初、約８,１００万円を目標に積み立てたというふうに

聞いておりますが、先ほど言いましたとおり、現時点では正確に見積もることは困難でござい

ます。

○議長（山崎数彦君） 川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 一つ確認なのですけれども、一番最初に聞いた民間企業には基金を積

み立てる責任があるということですけれども、自治体では基金を制定して積み立てをする責任

がある、法的に責任があるということを理解してよろしいのですか。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 管理する責任はございますけれども、基金として積み立てる責任

はございません。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５４号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５４号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ５ ５ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第７ 議案第５５号固定資産税の減免の特例に関する条例の制定

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第５５号固定資産税の減免の特例に関する条例の制定について御提案申し上げます。

提案理由は、株式会社歌志内振興公社が実施する歌志内市健康の村施設活性化推進事業計画

の推進及び同社の経営安定に資するため、この条例を制定しようとするものでございます。

次ページの本文に参ります。

固定資産税の減免の特例に関する条例。

株式会社歌志内振興公社が所有する固定資産で、うたしないチロルの湯及びアリーナチロル

に対する固定資産税を平成２６年度から３年間免除するものとする。

この減免措置につきましては、同社が平成１９年に購入したうたしないチロルの湯及びア

リーナチロルについて、歌志内市健康の村施設活性化推進事業計画の推進及び同社の経営安定

に資することを目的に平成２０年度から開始されており、本年度末まで実施することといたし

ております。

この間、施設の老朽化や燃料費の高騰、入館者の減少など、大変厳しい経営状況の中、うた

しないチロルの湯につきましては、本年８月にリニューアルオープンされ、また、一時休館さ

れていたアリーナチロルにつきましても本年１０月より再開され、入館者等の増により一定の

収益増に結びついているとのことであります。しかし、今後も厳しい経営が予想されているた

め、同社からの要請に応じ、引き続き平成２６年度から２８年度までの３年間、減免措置を講

じようとするものであります。

本文に戻ります。

附則。

第１項、この条例は、公布の日から施行する。

第２項、固定資産税の減免の特例に関する条例（平成２３年条例第１号）は、廃止する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） まず、提案理由について御質問をいたします。

提案理由の中に、２行ばかり株式会社云々と書いてあります。

そこで、１行目の前段でございますけれども、歌志内市健康の村施設活性化推進事業計画

云々とございますけれども、この健康の村については皆さん御存じのとおり民間でございま
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す。それで、民間企業でございますので、自主運営が当然でございますけれども、この提案理

由にあります健康の村施設活性化推進事業計画というのは、どのような計画なのかを伺いたい

と思います。

なぜかといいますと、この計画については１９年４月に市が振興公社に売却をしておりま

す。それで、この１９年４月、市民に、歌志内市の広報で、チロルの湯売却で基金問題解決へ

ということで、市民に広報を出しております。この広報の中で、公社が新たに取り組む事業は

活性化推進事業計画に基づいて行われます。この計画は、平成１９年度から２３年度の５カ年

で終了いたします。それで、最後のほうですけれども、単年度黒字を続け、平成２３年度には

累積で約６,０００万円程度の黒字を目指すこととなっております、こういうことで、ちょっ

といろいろ詳しく書いてあります。

それで私は、この推進事業計画については、先ほど申しましたように、２３年でもう計画は

終わったのだというふうに考えておりますけれども、ここに再度載ってきておりますので、こ

の件をお伺いをしたいと思います。現在、この計画は生きていないのではないかというふうに

思います。

それから、次、２段目でございますけれども、推進及び同社の経営安定に資するため云々と

いうような提案理由でございます。そこでお伺いをいたしておりますけれども、経営安定に資

するために云々と記載してありますけれども、経営面で今まで、私、何回もこの件について質

疑をしてきましたけれども、答弁としては、経営についてはなかなか答弁ができないというよ

うなことで、まともな答弁をいただいておりません。

そこで、この文言からいきますと、今後、質疑ができるのか。できたとすれば答弁をいただ

けるのか、その辺をお伺いしたいと思います。

それから、最後でございますけれども、減免の特例でございますので、これは２６年度から

でございます。それで２６年度当初でチロルの湯、それからアリーナ、これは算定評価額が幾

らになるのか。それから、そうしますと、その算定評価額から計算をいたしますと、年間固定

資産税が幾らになるのかをお伺いしたいと思います。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします

。

午前１０時２６分 休憩

────────────────

午前１０時３０分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

理事者答弁、佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） １点目の健康の村施設活性化事業推進計画の関係でございます。

計画につきましては、１２事業の計画となっております。この関係につきましては、２３年

度以降の部分におきましても、単年度におきましてそのまま計画内容に推進をしている部分が

ございますので、この計画内容については生きているというふうに思っております。

２点目の部分の経営内容につきましての答弁の関係でございます。

公社から、市として報告があります内容につきましては、知り得る中によりお答えをしたい

というふうに思っております。

それから、減免の特例の関係での評価額等の関係でございます。

評価額につきましては３億９,９４２万６,０００円、税額といたしましては６７９万２００
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円というふうに伺っております。（「評価額、別々に聞いたのですけれども」と呼ぶ者あり）

評価額につきましては、申しわけありません、アリーナと施設のほう別々ではなくて合算額

でお伺いをしているものですから、課税標準額は合わせて３億９,９４２万６,０００円と伺っ

ております。なお、合わせて税額のほうは６７９万２００円ということでございます。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 一番目から順次、再質問をさせていただきます。

今の答弁は、先ほど私言いましたように、１９年から２３年度までの５カ年計画で、それぞ

れ３段階に分けてやりますよと、こういうこと広報に出ているのですよね。それで、今の答弁

では、その中でやっているものもありますよと、こういう答弁だと思うのですよ。その辺、私

も広報を持っていますのでわかりますけれども、歌志内市健康の村施設活性化推進事業計画に

おける新規事業、この中に食改善推進事業とか食育推進事業とか高齢者家庭の給食宅配事業、

こんなものがやっていますよね、だと思います。ほかの十何項目ありますけれども、全くやっ

ていないと思うのです。ということは、私が先ほど言いましたように、計画は５年計画で２３

年度で終わっているので、計画を立てるとすれば、今、先ほど言ったように、やっているもの

を中にひっくるめて計画を新たにつくるのが本当ではないかと、こういう趣旨で、私は質問を

しているわけです。その辺をもう一度。

それから、３年間ずつ減免をしているのは、ことしでたしか３回目でございます。それで、

私、何で評価額を聞いたかということですよね。２１年度で議案を出したときに、これも聞い

ているのですよ。私は聞いていません、ほかの議員が聞いております。そのときに、はっきり

チロルの湯は２億５,５８４万４,７８６円、アリーナが１億９,３５４万７,３８６円、合計４

億４,９４１万２,１７２円ということで答弁しているのですよ。ですから、私は、これからか

なり、はっきり申しますと、アリーナに去年、おととしかな、金額ちょっと忘れましたけれど

も、ボイラーを新設したとか、それからことし、先ほど提案理由にもありましたけれども、１

億５,１００万円ぐらいかけてＰＲをやっております。これらを含めると、当然これよりふえ

るのですよ、評価額が。そして評価額に、御存じでしょうけれども１.７％を掛けて固定資産

税が出てくるはずなのです。ですから、それをどうなっているのだということで聞いているの

です。

それから、営業についての答弁、これはその議案によって答弁しますということでは私は納

得いきません。もう一度、再度、答弁をしていただきたいと思います。御存じのとおり、この

議案については３回しか質問ができませんので、きっちり答弁をしていただきたいと思いま

す。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） １点目の推進事業に関しましては、２４年度からということでござい

ますが、議員御指摘のとおり、単年度ではなくて、やはり長期の計画というものを策定してい

くのが本筋かなと、御指摘につきましてはそのように思うところでございます。

２点目の公社に関する質問でございますが、この件に関しましては市長として知り得た範囲

内でお答えをしたいと、そのように考えております。

３点目については、財政課長から御答弁申し上げます。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） ３点目の固定資産評価額、また、固定資産税の件につきまして

は、市のほうでは、産業課のほうから依頼された中で評価額と固定資産税を算出しております
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が、その基礎が平成２５年度分の評価額と固定資産税の額ということでありまして、今回の６

月に行いましたリニューアルとかは特に入っていないと、これには入っていなかったというこ

とで報告をしております。

それと、２３年当時、４億円以上の固定評価額があって、それがほぼ４億円の評価額という

ことで、ふえるのではないかと。本当は２３年よりも、改修、リニューアルや何かでふえるの

ではないかということでございますが、若干減っているということは矛盾しているということ

ですが、先ほど申し上げましたとおり、今回の２５年度に実施したリニューアル分の評価につ

きまして、うちのほうでもちょっと計算がおくれまして、ここに加味されていないということ

で、こういう報告となったものでございます。

以上です。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 先ほども言いましたように、３回しかできないのですから答弁漏れし

ないようにしてくださいよ。評価額は幾らで、そして年間、議案に固定資産税の減免なのです

よ。ですから、固定資産税については、その減免をするのはいいのですけれども、年間どのぐ

らい固定資産税がかかるのですかということを１回目から言っているのですよ。１年間の固定

資産税は幾らかかりますよという答弁が全くないのですけれども、もう少ししっかり答弁をし

ていただきたいと私は思うのです。

それから、市長が答弁されましたけれども、当然、会社としては、赤字どのぐらいになって

いるのかわかりませんけれども、当然、こういう、市が振興公社に買ってもらうときに、先ほ

ども申しましたように、活性化推進事業計画をつくってこういうことをやっていきましょう

と。そして少しでもチロルの湯を皆さんに使っていただいて、少しでも黒字にしましょうとい

うことの計画つくったわけですよ。

それで、何回も言いたくないのですけれども、こういう物を２年も使って市民にＰＲしてい

るでしょう。市民、これ本当に読んで、ああ、こんなものがいいことだなと。私もこれ見たと

きに、非常にいいことだなと思いましたよ。だけれども、さっぱりですよね、なっていないで

しょう。だから、私はそれを言うのですよ。

そして質問をすれば、営業については民間の株式会社だから私たちは答弁できませんと。１

００％の歌志内市の出資でしょう。民間から出資もらっているのならまだしも、歌志内市が１

００％の出資をしているわけですよ。出資ということは、市民の税金を使っているということ

なのですよ。私は、それを市民の方から、チロルの湯、何やっているのだと言われるから、そ

の都度、その都度質問をしているのですけれども、さっぱり答弁が返ってこないのですよ。も

う一度、これ最後になりますので、もう一度しっかりと答弁をお願いをいたします。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 固定資産税の件でございますが、先ほど御答弁申し上げたとお

り、２６年度課税分につきましてはまだ評価額を出しておりませんので、手持ちの資料として

持っているのが２５年度分の評価額ということでございます。

それで、その２５年度分評価額に基づき計算した結果が、先ほど産業課長が申し上げたとお

り、固定資産税の税額は６７９万２００円ということでございます。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 公社に関する質問についてお答えしたいと思います。
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以前の議会でも同様の答弁はしておりますけれども、基本的に１００％出資の会社とは申し

ましても民間の会社ということでございまして、市長としての経営に対する干渉というもの

は、できるものではないということは議員十分御理解のことと存じます。

内容につきましても、議会として一般質問については、一般的には市の事務に行えるという

ことにはなりましょうが、公社とは別法人のため市の事務とはまた違うということで、ある程

度の質問の内容については制限を受けるものと、そのように理解しておりますところから、そ

の範囲内での御答弁ということでお許しをいただいているところでございます。

市長として知り得た範囲内の中で、今後もお答えをしてまいりたいと、そのように思ってい

るところでございます。

以上です。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５５号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５５号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ６ ５ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第８ 議案第６５号財産の貸付についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第６５号財産の貸付について御提案申し上げます。

下記により、市有地を無償貸付するため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、

議会の議決を求める。

記。

１、貸付物件、土地。

所在、中村、地番、７６番地２のうち、地目、宅地、地積５,３６６.１６平方メートル。同

じく、中村、７８番地３のうち、雑種地３,９５２.０９平方メートル。合計９,３１８.２５平

方メートル。

２、貸付期間。

平成２６年４月１日より、至る平成２９年３月３１日。

３、貸付の相手方。

歌志内市字中村７８番地３、株式会社歌志内振興公社代表取締役、村上隆興。

４、貸付の目的。

保養施設（宿泊、浴場及び体育館）に関する事業用地として使用するため。
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提案理由は、株式会社歌志内振興公社に対する経営支援として、「うたしないチロルの湯及

びアリーナチロル」が所在する市有地を３年間、事業用地として同社へ無償貸付するため、法

令の定めるところにより議会の議決を得ようとするものでございます。

株式会社歌志内振興公社への財産の貸し付けについては、議員各位の御理解のもと、市有地

の無償貸付について、同社が実施する歌志内市健康の村施設活性化推進計画の着実な推進と同

社の経営を支援するため、平成２３年第１回定例市議会において、平成２３年４月１日から平

成２６年３月３１日までの３年間の議決をいただいているところであります。

施設建設から２０年が経過し、施設全体の老朽化が著しいことから、同社では本年８月に施

設のリニューアルを行ったところであります。現在、日帰り入浴、レストラン、宴会部門の利

用者数は施設改修前に比べ伸びているとのことでありますが、同社の経営状況は依然として厳

しい状況が続くものと判断されることから、引き続き３年間程度の市有地無償貸付期間の延長

申請がありました。

本市としましては、同施設は貴重な観光資源であり、また、市民の健康増進や地域経済に寄

与している同社への支援を事情やむを得ないものと判断したことから、土地の無償貸付をする

ため御提案するものであります。

なお、無償貸付地の位置図につきましては、定例会資料の１８ページに掲載しておりますの

で御参照願います。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） これも先ほどの質問と同じでございますけれども、固定資産税の額を

ちょっとお知らせ願いたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 固定資産税の額につきましては、年間３７万６,８００円の見込

みでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 今の固定資産税はわかりましたけれども、例えばこれを民間に有償で

貸すとすれば、換算して幾らの金額になるのでしょうか。

それと、３番の貸し付けの相手方ですけれども、代表取締役村上隆興になっております。前

段の一般質問でも、選挙で付託を受けた市長が、この１００％出資とはいえ、第３セクターの

代表になるのはいかがなものかなという話もいたしました。その辺は、この期間ですと、２６

年４月から２９年３月、この間には取締役会などで何か結論を出す必要があるのではないかと

思うのですけれども、その辺はいかがですか。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 川野議員の質問に御答弁いたしたいと思います。

その前に、先ほど原田議員の質問に対して、こちらのほうで間違った答弁をしてしまいまし

たので御訂正願いたいと思います。

間違ったというか、評価額につきましては聞いていなかったです。固定資産税の額でした。

そうであれば訂正はございません。どうも失礼しました。

それで、改めて川野議員の質問でございますが、民間に貸すとしたらということでございま

すが、これはさっき言いました３７万６,８００円、これも民間に貸した場合ということで、
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振興公社も民間ですので、同様、同じ金額ということで捉えていただきたいと思います。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 後段の公社の取締役ということでの御質問にお答えします。

御質問のとおり、以前の議会でも同様の質問がございました。それを受けまして、いろいろ

と議論をしていると、こういう取締役会での情報もちょっといただいておりますが、まさに原

田議員の御指摘、御質問にもそういう部分があるのかなと反省もいたしておりますので、時

期、タイミング、そういうものを図りながら、公社のほうでしかるべき手続をとられるのでは

ないかと、そのように考えております。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 何年間かやってきているはずなのですけれども、この無償貸付し始めて

から、今回の２９年３月３１日までで、トータルでどれぐらい無償貸付の金額になっているか

教えていただきたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします。

午前１０時５６分 休憩

────────────────

午前１０時５９分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

理事者答弁、森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） ただいまの女鹿議員の御質問の貸付額の無償の減免の額というこ

とでございますが、平成２０年からこの無償をやっておりますので、約５年というふうに考え

まして、この間の平均の貸付額が年１３０万円ほどでございます。したがいまして、１３０万

円の５年分ということで、累積で６５０万円ほどの免除額ということで考えております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 経営の話になってしまうのかもしれないのですけれども、やはり１３０

万円無償してもらっているということで、振興公社のほうでかなり、その分サービスを十分に

提供できている状態になっているということで考えてもよろしいですか。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 市からの支援を受けての公社での運営でございますので、それらを

加味しながら、さらに経営努力に努めるよう指示をしていきたいというふうに思っておりま

す。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第６５号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第６５号は、原案のとおり可決されました。

１０分間休憩いたします。

午前１１時０１分 休憩

────────────────

午前１１時１２分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩前を解いて、会議を再開いたします。

先ほどの女鹿議員の質疑に対する財政課長からの答弁が一部訂正がありますので、先にそれ

を行います。

森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 大変申しわけございません。

先ほど、女鹿議員の質問に対する私の答弁として、一部間違いがありましたので訂正させて

いただきたいと思います。

無償にした免除の額の累計額ということでございます。先ほど、年間約１３０万円の５年分

ということで、６５０万円という話を御答弁申し上げましたが、詳しくは年額１３０万円の５

年ではなくて、５年と半年分ということで７１５万円になるということでございます。御訂正

申し上げます。

議 案 第 ５ ６ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第９ 議案第５６号歌志内市税条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第５６号歌志内市税条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げます。

提案理由は、地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）、地方税法施行令の

一部を改正する政令（平成２５年政令第１７３号）及び地方税法施行規則の一部を改正する省

令（平成２５年総務省令第６６号）の公布に伴い、金融所得課税の一本化、公的年金からの特

別徴収における算定方法の見直し等、関係条文を整備しようとするものでございます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市税条例の一部を改正する条例。

歌志内市税条例（昭和２９年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料により御説明いたしますので、定例会資料１ページをごらん

願います。

歌志内市税条例の一部改正に関する資料ですが、主な改正内容は個人住民税の公的年金から

の特別徴収における年間徴収税額の平準化、金融所得課税の一本化に向けた公社債等に対する

課税方法の見直し等でございます。

第４７条の２は、公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収の規定でございま

す。

現行制度では、賦課期日後に他の市町村へ転出した場合は、公的年金からの特別徴収を中止
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し普通徴収に切りかえていますが、一定の要件のもと特別徴収を継続するものでございます。

地方税法施行令第４８条の９の１２に基づき、平成２８年１０月１日から適用するものでご

ざいます。

第４７条の５は、年金所得に係る仮特別徴収税額等の規定でございますが、年間の徴収税額

の平準化を図る観点から、仮徴収税額を前年度の年税額の２分の１とするものでございます。

地方税法第３２１条の７の８に基づき、平成２８年１０月１日から適用するものでございま

す。

附則第６条第４項及び第６条の２第４項の改正につきましては、引用条項の繰り上げに伴

い、条文を整備するものでございます。

平成２９年１月１日から適用するものでございます。

附則第７条の４の改正につきましても、引用条項の追加、繰り上げに伴い、条文を整理する

ものでございます。

平成２９年１月１日から適用するものでございます。

附則第１６条の３は、上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例の規定でござ

います。

平成２８年１月１日以後、金融所得課税について、損益通算の範囲が拡大され、上場株式等

に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴い、規

定を整理するものでございます。

地方税法附則第３３条の２に基づき、平成２９年１月１日から適用するものでございます。

定例会資料２ページをごらん願います。

附則第１９条は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例の規定でご

ざいます。

「株式等に係る譲渡所得等」の分離課税を「一般株式等に係る譲渡所得等」の分離課税と

「上場株式等に係る譲渡所得等」の分離課税との区分されたことに伴い規定を整備するもの

で、加えて（新）附則第１９条の２、上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税

の特例の規定を新たに設けるものでございます。

地方税法附則第３５条の２及び附則第３５条の２の２に基づき、平成２９年１月１日から適

用するものでございます。

（旧）附則第１９条の３は、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特

例。

（旧）附則第１９条の４は、特定口座を有する場合の市民税の所得計算の特例。

（旧）附則第１９条の５は、源泉徴収選択口座内配当等に係る市民税の所得計算の特例。

（旧）附則第１９条の６は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除。

（旧）附則第２０条は、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡

所得等の課税の特例の規定でございますが、総務省自治税務局長からの通知において条例から

削除することが望ましいとされた、単に課税標準の計算の細目を定める規定を削除するもの

で、平成２９年１月１日から適用するものでございます。

なお、（旧）附則第１９条の２、特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所

得等の課税の特例の規定につきましても、同様の内容により削除するものでございます。

（旧）附則第２０条の２の改正につきましては、前条の規定の削除により条項を繰り上げる

とともに、引用条文を整備するものでございます。

平成２９年１月１日から適用するものでございます。
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定例会資料３ページをごらん願います。

（旧）附則第２０条の３は、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の規定でございま

すが、（旧）附則第１９条の３と同様の内容により削除するもので、平成２９年１月１日から

適用するものでございます。

（旧）附則第２０条の４は、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税

の特例の規定でございますが、「条約適用配当等」に係る分離課税について、特定公社債の利

子等が対象に追加されたことに伴い規定を整備するとともに、前条の規定の削除等により条項

を繰り上げるものでございます。

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第３条の２

の２に基づき、平成２９年１月１日から適用するものでございます。

（旧）附則第２０条の５は、保険料に係る個人の市民税の課税の特例の規定でございます

が、（旧）附則第１９条の３と同様の内容により削除するもので、平成２９年１月１日から適

用するものでございます。

以上で、資料により説明が終わりましたので、本文の附則に戻ります。

附則第１条は、施行期日でございます。これにつきましては、資料で説明いたしましたので

省略させていただきます。

附則第２条につきましては経過措置でございますので、説明は省略させていただきます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） これは参考までにちょっとお伺いしたいのですけれども、今、提案あ

りました条例につきましては、このほとんどが２８年１月１日、または２９年１月１日となっ

ております。それで、施行まで３年も４年も先であるのですけれども、今までの条例改正で、

私だけだと思うのですけれども、このような例は全く本当に記憶にないです。

そこで、今回このように、３年も４年も先のものを改正しなければならない意図は何か特に

あるのか、その理由を伺いたいと思います。まだ提案されていないですけれども、議案５８号

も同様であります。

そこで、現在、各近隣で議会を開催されたり、終わったところもございますけれども、近隣

でこの条例を、もう既に制定なり可決したところがあるのか、それもあわせてお伺いしたいと

思います。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 原田議員の御質問にお答えをいたします。

原田議員の質問の中では、３年も４年も先のものについての条例改正、今まで全く例がない

のではないかという御指摘がございましたが、全くないというわけではございません。過去に

も何回か、こういう例はございます。

それと、この施行までに時間を要したものの改正の理由なのですが、総務省の指導では、地

方税法の改正に基づく省令等の改正があった場合、できるだけ速やかに市の条例を改正すべき

であるという指導が従来からございます。それに加えまして、条例施行までには電算システム

の改修など、いろいろな準備が必要となるということもございます。

また、他市町村では、改正の状況でございますが、これについては調査はしておりません

が、本年の９月定例会、あるいは今回の１２月定例会等で条例を改正するはずでございます。

ただ、余りほかの市町村につきましては、市税の改正等につきましてはほとんどが専決処分
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で、議会では専決処分の報告という形なものですから、余り表面化はしていないようでござい

ます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５６号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５６号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ５ ８ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１０ 議案第５８号歌志内市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第５８号歌志内市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し

上げます。

提案理由は、地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）、地方税法施行令の

一部を改正する政令（平成２５年政令第１７３号）及び地方税法施行規則の一部を改正する省

令（平成２５年総務省令第６６号）の公布に伴い、関係条文を整備しようとするものでござい

ます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。

歌志内市国民健康保険税条例（昭和５２年条例第４３号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料により御説明いたしますので、定例会資料の５ページをごら

ん願います。

歌志内市国民健康保険税条例の一部改正に関する資料ですが、主な改正内容は、地方税法の

一部改正に伴い、金融所得課税の一本化に関する規定の整備が行われたことから、所要の改正

を行うものでございます。

附則第３項は、上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例の規定でご

ざいます。

地方税法の改正により、「上場株式等に係る配当所得等」の分離課税について、特定公社債

の利子が対象に追加されたことに伴い規定を整備するものでございます。地方税法附則第３５

条の６に基づき、平成２９年１月１日から適用するものでございます。

附則第６項は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例の規定でご



─ 23 ─

ざいます。

地方税法の改正により、「株式等に係る譲渡所得等」の分離課税を「一般株式等に係る譲渡

所得等」の分離課税と「上場株式等に係る譲渡所得等」の分離課税とに区分されたことに伴い

規定を整備するもので、加えて（新）附則第７項、上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例の規定を新たに設けるものでございます。

地方税法附則第３７条及び附則第３７条の２に基づき、平成２９年１月１日から適用するも

のでございます。

（旧）附則第７項及び第８項は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る

国民健康保険税の課税の特例、（旧）附則第９項は、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡

損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例、（旧）附則第１１項は、先物取引の差

金等決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例の規定でございますが、総

務省自治税務局長からの通知において条例から削除することが望ましいとされた、単に課税標

準の計算の細目を定める規定を削除するものでございます。

また、これらの規定の削除等により、（旧）附則第１０項、（旧）附則第１２項及び（旧）

附則第１３項について、それぞれ項を繰り上げるものでございます。いずれも、平成２９年１

月１日から適用するものでございます。

定例会資料６ページをごらん願います。

（旧）附則第１４項は、条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例の規定でござい

ますが、「条約適用配当等」に係る分離課税について、特定公社債の利子等が対象に追加され

たことに伴い規定を整備するとともに、同項及び（旧）附則第１５項を繰り上げるものでござ

います。

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第３条の２

の３に基づき、平成２９年１月１日から適用するものでございます。

また、（旧）附則第１６項は、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の

延長の特例の規定でございますが、（旧）附則第８項と同様の内容により削除するもので、平

成２９年１月１日から適用するものでございます。

以上で、資料による説明が終わりましたので、本文の附則に戻ります。

附則第１項は、施行期日でございます。これにつきましては、資料で説明いたしましたので

省略させていただきます。

附則第２項は、適用区分でございますので、説明は省略させていただきます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５８号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５８号は、原案のとおり可決されました。
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議 案 第 ５ ７ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１１ 議案第５７号歌志内市廃棄物の処理及び清掃に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第５７号歌志内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御提案申し上げます。

提案理由は、砂川地区保健衛生組合の一般廃棄物処理手数料が改正され、同組合にみずから

搬入し処分する手数料等が見直されたことに伴い、関係条文を整備しようとするものでござい

ます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。

歌志内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１４年条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。

改正内容につきましては、資料で御説明いたしますので、定例会資料の４ページをごらん願

います。

このたびの改正は、砂川地区保健衛生組合が、平成２６年４月から、住民や事業者が同組合

に直接搬入する一般廃棄物について、手数料を徴収する分別範囲及び単価を見直すことに伴

い、今まで分別区分ごとに定めていた手数料を砂川地区保健衛生組合が管理するごみ処理施設

において定める単位及び単価とするものでございます。

これにより、可燃ごみ、不燃ごみ、生ごみの処分手数料は、１０キログラムにつき１００円

が１３０円に、資源ごみと危険ごみは無料になるものでございます。

また、本条例の改正により、これを準用しています上歌最終処分場の処分手数料も改定され

ますが、当市の指定ごみ袋料金につきましては改定はございません。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 今回の持ち込みの金額が上がるということなのですけれども、二つ

ちょっと聞きたいと思います。

家庭系と事業系での持ち込み、今まで年間どれぐらいの利用の金額があったのか、伺いたい

と思います。

あと、二つ目、今回の１３０円になる場合に、どれぐらいの収入増が見込めるのかを伺いた

いと思います。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） どれぐらいの量があったということでございますが、平成２４年

度ベースでいきますと、ちょっと量は出ておりませんが、金額ベースで言いますと、家庭系自
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搬が１３４万１,４００円、これが１７０万１,８３０円。あと、家庭系でございますが、１８

７万９００円が２３８万７,３２０円、平成２４年度ベースに置きかえるとこのようになりま

す。

収入増額につきましては、委託収集と全てを含めますと３４９万３,９００円が、２４年度

ベースに置きかえますと４４５万５,２３０円で、プラス９６万１,３３０円になる見込みでご

ざいます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 組合での話し合いだと思うのですけれども、今回の単価の値上げで利用

者が減るのではないかという、そういった話し合いとかというのは、どこまでされたのか、お

聞きしたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 利用者が減るかどうかについてはわかりませんが、自搬の利用者

がふえておりますので、今まで処理費用に見合った部分をいただいておりませんでしたので、

それに見合う一部改定をしたいということでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５７号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５７号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ５ ９ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１２ 議案第５９号歌志内市道路占用料徴収条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第５９号歌志内市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、御提案申

し上げます。

提案の理由は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）の改正に伴い、現行の消費税率が引き上げられ、平成２６年４月１日から適用される

こと等により、関係条文を整備しようとするものであります。

次ページの本文に参ります。

歌志内市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。

歌志内市道路占用料徴収条例（昭和３１年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料により御説明いたしますので、定例会資料７ページをごらん
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願います。

第２条中「算出する」を「算定して得た額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定

による消費税の額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の額に

相当する額を加えた額（法第３２条第２項第２号に係る占用期間が１月以上のものにあって

は、別表により算定して得た額）の占用料を徴収する」に改め、同条の後段として次のように

加える。

この場合において、１０円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

これは、現行の消費税率が、平成２６年４月１日から引き上げられることを受け、第２条の

占用料について、これまでは１カ月未満の実績は皆無であったため条文化しておりませんでし

たが、占用期間が１カ月未満のものについては課税の対象であることから、条文もあわせ整備

し、占用期間が１カ月未満のものについて、消費税額を加えた額とする方法に改めるものでご

ざいます。

別表につきましては、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令

（平成２４年政令第２９４号）が、平成２４年１２月１２日に公布され、平成２５年４月１日

から施行されたことにより、太陽光発電設備及び風力発電設備並びに津波避難施設が、占用許

可対象物件として追加され、占用料が新設されたため、本市もこれに準じて所要の改正を行う

ものであります。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） ちょっと済みません、確認です。

１カ月未満の場合は、消費税が今回８％になるということで、８％かかりますと。１カ月以

上の場合は、消費税がそれ以降はかからないということで、もう一回確認したいと思います。

あと、もう一つ、１カ月未満の実績が皆無だったということなのですけれども、本当にこれ

ゼロだったのですか、それをお聞きしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 一番目の質問につきましては、そのとおりでございまして、２番

目の質問でございますが、１カ月未満の案件がなかったのかということでございますが、今ま

で全くございません。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第５９号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。
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したがって、議案第５９号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ６ ０ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１３ 議案第６０号歌志内市都市公園条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第６０号歌志内市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げま

す。

提案の理由は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）の改正に伴い、現行の消費税率が引き上げられ、平成２６年４月１日から適用される

ことになったため、関係条文を整備しようとするものであります。

次ページの本文に参ります。

歌志内市都市公園条例の一部を改正する条例。

歌志内市都市公園条例（昭和４７年条例第４号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料により御説明いたしますので、定例会資料８ページをごらん

願います。

第８条中「別表第３に掲げる使用料」を「別表第３に掲げる額に消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）の規定による消費税の額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定によ

る地方消費税の額に相当する額を加えた額の使用料」に改め、同条に後段として次のように加

える。

この場合において、１０円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

これは、現行の消費税率が平成２６年４月１日から引き上げられることを受け、第８条の使

用料の算定方法の規定について、税込価格であった別表を税抜き価格に改め、別表により算定

して得た額に消費税額を加えた額とする方法に改めるものでございます。

別表第３につきましては、消費税３％を加え、税込価格になるよう料金改正を行って以来、

消費税率５％時での変更を行っていなかったもので、今回の改正に伴い、改めて税抜き価格に

するものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 今の提案理由、ちょっと聞き漏らしたのですけれども、今まで５％の

ときは条例制定していなかったから取らないよということでちょっと聞いたのですけれども、

もしそうだとすれば、その理由をお伺いしたいと思います。

それから、この別表、消費税抜きということでございますけれども、この使用件数はちょっ

とわかりませんけれども、大体、今度８％になるものですから、８％で、どのぐらいの消費税

の収入があるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
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○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） １番目の、今まで消費税５％は取らないようにということではご

ざいません。３％の消費税のときに、ここの表を内税、いわゆる消費税を含んで単価を決定し

たところでございますが、５％時での料金の見直しというのをやらなかったということでござ

います。

したがいまして、今回、３％の税を内税から外税になるように整理をしたということでござ

います。

それと、２番目の実績でございますが、今度８％になると、どのぐらいの収入になるかとい

うことでございますが、昭和の時代は露店等の出店がございまして、料金を取っていた経緯は

ございますが、ここ数十年は全く占用がないということでございますので、収入増につきまし

ては、今後、占用者がなければ、特にゼロということになります。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 確かに、この別表３でいくと、公園の商売というのですか、これはも

う皆無と言っていいほどないです。

それで、この３の電柱ございますよね、電柱、この公園内にどのぐらいあって、どのぐらい

収入があるのか、それ、ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 電柱も含めて占用物件は、当市のほうで申請が上がっていないと

いうことでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第６０号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第６０号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ６ １ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１４ 議案第６１号歌志内市下水道条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第６１号歌志内市下水道条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げま

す。

提案の理由は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）の改正に伴い、現行の消費税率が引き上げられ、平成２６年４月１日から適用される
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ことになったため、関係条文を整備しようとするものであります。

次ページの本文に参ります。

歌志内市下水道条例の一部を改正する条例。

歌志内市下水道条例（平成２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料により御説明いたしますので、定例会資料１０ページをごら

ん願います。

第２１条第１項中「算出する」を「算出した合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）の規定による消費税の額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消

費税の額に相当する額を加えた額とする」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、１円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

これは、現行の消費税率が平成２６年４月１日から引き上げられることを受け、第２１条使

用料の算定方法の規定について、税込価格であった別表を税抜き価格に改め、別表により算定

して得た額に消費税額を加えた額とする方法に改めるものでございます。

別表につきましては、税込価格であった表を税抜き価格に改めるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則第１項は、施行期日でございます。平成２６年４月１日から施行するものでございま

す。

第２項は、料金の適用についてでございます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 今回の消費税増税によるということで、改正ということなのですけれど

も、住民の負担増になるのではないかという観点から、ちょっと質問させていただきたいと思

います。

上下水道など、公営企業会計の公共料金は納税義務が生じるので、消費税を納入する必要が

あるのは承知しております。広域水道企業団とかでも、増税分、今回される分をそのまま８％

を乗じて行う方針がされている中で、下水道料金も連動しているということで、今回出てきて

いると思うのですけれども、消費税増税が住民負担になっているのは事実であって、もし、こ

の料金の増税分、今回３％上乗せになるのですけれども、この３％上乗せしない場合は、やは

り自治体の経営努力とか、一般会計からの繰り出しで頑張っていくしかないということになる

のですけれども、そこで三つ聞きたいのですけれども、できる限り住民負担にならないように

ということで、考えはあったかどうかをお聞きしたいと思います。

二つ目、今回、３％増税になるのですけれども、どれぐらいの増収になるか聞きたいと思い

ます。

三つ目ですね、下水道料金の滞納者なのですけれども、これ今までどれぐらい、去年でもい

いのですけれども、どれぐらいになっているかお聞きしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） ３点のうち、１番目から御答弁申し上げたいと思います。

住民負担につきまして、消費税を上げないとかいろいろな方法で負担増にならないようなこ

とを考えられなかったかということでございますが、下水道につきましては特別会計というこ

とで、一つの使用料があって維持修繕をしていくと。また、使用料に基づきしまして、河川に

放流する水質にするための費用がかかるということでございます。
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消費税につきましては、納めていただいたものそのものが国税、国に納めなければならない

ということからいたしますと、消費税分もし上げなければ一般会計の繰入金ということになり

ます。

そういったことを含めて総合的に考えますと、やはりこれは国に納める必要があるものです

から、その分のおおむねの負担はやむを得ないという判断で、消費税の８％ということで今回

の条例改正になったわけでございます。

２番目でございますが、どれぐらいの消費税が８％になることによって収入増になるかとい

うことでございますが、２４年度決算では約８,５００万円でございますので、１.０５で割り

帰して、また１.０８を掛けますと、その差、約２４０万円ぐらいになるかなと思います。こ

れは２４年度の決算で、２５年度、これが今度２６年度になりますので、人口減少率、いわゆ

る使用者の減の率を掛ければ２４０万円以下になるかと思います。

あと、下水道の滞納者でございますが、２４年度では、決算のベースでございますが、人員

で７０名、３１万１,２８５円というのが２４年度決算の数値でございます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 増税分は仕方ないということだと思うのですよね。そこで、どれだけ使

用料、いろいろやり方があるのでしょうけれども、さっき言われた一般会計の繰り出しだと

か、市に体力があるかないかという大きな問題が出てくると思うのですけれども、住民にどれ

だけ今回の消費税があって、どれだけ市が前向きになっているかというものを示す必要もある

と思うのですよね。そのときに、住民の生活を考える上では、かなり生活も楽になるのではな

いかなと思うのですよ。その辺、どういうふうに議論されたかを、もう一回聞きたいと思いま

す。

あと、滞納者なのですけれども、７０人ほどということなのですけれども、今回どちらにし

ろ使用料がふえるわけでもないのですけれども、どちらにしろ消費税は払わないとだめだとい

うことで、住民の負担は消えないわけですよね。この増税によって、また滞納者がふえる危険

性というのもあると思うのですけれども、その辺どういうふうにお考えかお聞きしたいと思い

ます。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） １番目のどれだけ議論したかということでございますが、歌志内

市は、下水道の敷設につきましては、通常の土質ではなく岩盤地帯であったということで、非

常にコスト的にはかかっている状況でございます。

これから長寿命化の、いわゆる管路の延命を図りながら、将来的には更新が延命されれば、

その分、負担が少なくなってくるということにもなるのかなと。また、一方では人口減少しま

すので、そういった部分で会計としては厳しくなるのかなと思います。いわゆる資本費に非常

にお金がかかっておりますので、やはり大分の負担をしていただかなければならないという観

点から、消費税分はどうしても国に納めなければならない、その部分については、やはりいた

だくのが受益者負担ではないかということで、この件については御理解を願いたいと思いま

す。

あと、２点目でございますが、増税分、いわゆる増税することによって滞納者がふえるので

はないかということでございますが、人数からしてその分の消費税アップ分は、比例配分いた

しますとふえることになりますが、何とかこれにつきましては納めていただくように努力のほ

うをしたいというふうに考えております。
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○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 確かに、いろいろさっきも言っていますけれども、経営努力、一般会

計、どれだけ力あるかないかという状態にもなってくるのですけれども、今後８％からまた１

０％にもなるという話もされております。その中で、やはり住民負担は必ずふえるわけです

ね。今回、増税分プラス３％上乗せするということで、１０％になれば５％上乗せになるとい

うことなのですけれども、消費税分は仕方ないという考えはわかるのですけれども、その辺、

使用料金のほうだとか、あと、一月当たりの基本水量ですか、こういったもので市が努力し

て、少しでも増税分を軽減できるのではないかなという考えがあるのですけれども、その辺は

どうでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 繰り返しになりますが、いわゆる下水道会計が非常に厳しい状況

の中でやっておりますし、人口減少しております。その中で、うちのパイプだけでなくて、流

域下水道そのものの更新事業にも係っていくという状況でございます。

議員言われる部分につきましては、十分理解いたしますが、このような２４年度の歳出だけ

を見ましても、公債費のほうの比率も非常に高いということでございます。健全経営に向けて

努力いたしますが、今回の消費税につきましては、どうか御理解いただきたいと思います。

また、料金の基本となる消費税を賦課する前の料金につきましても、これ以上、下げること

は非常に厳しいということでございますので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 前段の６０号のときの説明があったのですけれども、現行料金に３％

を掛けていたのを、今度は外税にしてという格好なのですけれども、今回のこの料金、これも

現行料金に３％を掛けていた数字、これを改定して改めて消費税が載るよというふうに、料金

的に改正されたというふうに理解してよろしいですか。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 先ほどの３％につきましては公園でございます。今回、下水道に

つきましては、議案の中に表がありますが、家事用の福祉でいきますと１,１３０円、これを

１.０５で除したものが１,０７６円ということで、税を抜いた表に変えたということでござい

まして、５％を賦課していたものを、この表から５％除いて基本となる価格に設定したという

ことで、消費税が変わっても対応できるような形にしたということでございます。

○議長（山崎数彦君） 川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） １２日の議運のときの説明では、５９、６０、６１までですね、これ

は消費税３％かかっていたのだよと。それを５％のときには据え置きにして、今回は８％決

まっていますけれども、今回は税制改革によって数字を変えなくてもいいように、外税の料金

の設定をしたというふうに説明を受けたのですけれども、そうではないのですか。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） その質問ですけれども、あくまでも外税にしたということですの

で、前段で６０号の関係の都市公園の関係については、３％時については条例を改正したけれ

ども、５％にしたときには失念していて変えなかったということですので、その３％、５％と

数字を言われますと、川野議員のように戸惑いを生じるのですけれども、あくまでも外税にす

るよと、だから基本料金を１００円にしますよと、例えばですけれども、それをベースにし
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て、消費税が上がったときも自動的にそれに付加されるという条文に整備をしたということで

ございますので、御理解いただきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） それは説明でわかったのですけれども、６０号のときには３％のやつ

を５％に上げなかった、失念したしないはどうでもいいですけれども、今回は、例えば今、福

祉料金１,１３０円は、これは外税に何％かかった料金だったのですか。これ、前には３％の

料金だというふうに聞いたのですけれども。それであれば、１.０５で割り返すというのは、

ちょっと変かなと。１.０３で割ってもらったほうが料金負担は少なくなるのですけれども、

それを１.０５で割り返したという根拠はどこにあるのかなと。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 説明が大変悪かったと思います。

議案の資料、定例会資料の１０ページをごらんになっていただきたいと思いますが、左側の

表の現行は１,１３０円、福祉用でですね、これは内税でございました。それは５％入った内

税でございましたので、これを１.０５で除して外税になるように、右の改正の表に変えまし

たということでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 議案の６１号に対して討論を行いたいと思います。

消費税増税により、住民負担増になるということなのですけれども、消費税増税、自治体が

それに倣って推し進めるものであります、今回の議案は。

住民生活は、生活必需品の高騰などで、生活が今でも困難な状況が続いていると思われま

す。その中で、下水道料金に今以上の消費税がかかれば、住民の生活は一層大変なことになる

と思われます。さらに、滞納者の増加にもつながるおそれがあると思われます。このために、

本議案には反対したいと思います。

○議長（山崎数彦君） 反対する議員の発言がありましたので、賛成する議員の発言を求めま

す。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） ただいまの議案第６１号の条例改定について、賛成の立場で討論をい

たします。

この下水道使用料は、現行行われておる５％で徴収されておりましたが、この消費税増税は

税と社会保障の一体改革として、平成２６年４月から８％というのが既に決定されておりま

す。このことから、年金、医療などの社会保障の維持、継続のためにも必要な財源であると、

このように考えております。

また、今後、軽減税率給付などの検討もされていることでもあり、この時期の制定はしかる

べきと考えますので、賛成をいたします。

○議長（山崎数彦君） 賛否両論が出ましたので、これで討論を終わります。

これより、議案第６１号について、起立により採決をいたします。

ただいまの議案に賛成する議員の起立を求めます。

（賛成者起立）



─ 33 ─

○議長（山崎数彦君） 起立多数であります。

したがって、議案第６１号は、原案のとおり可決されました。

午後１時１５分まで休憩いたします。

午後 ０時１５分 休憩

────────────────

午後 １時１２分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

議 案 第 ６ ２ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１５ 議案第６２号歌志内市普通河川管理条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第６２号歌志内市普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定について、御提案申し

上げます。

提案の理由は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）の改正に伴い、現行の消費税率が引き上げられ、平成２６年４月１日から適用される

ことになったため、関係条文を整備しようとするものであります。

次ページの本文に参ります。

歌志内市普通河川管理条例の一部を改正する条例。

歌志内市普通河川管理条例（平成１２年条例第１８号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料により御説明いたしますので、定例会資料１１ページをごら

ん願います。

第２２条中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）の規定による消費税の額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消

費税の額に相当する額を加えた額」に改める。

これは、現行の消費税率が平成２６年４月１日から引き上げられることを受け、第２２条の

占用料について税率を記載し、別表により算定していた額に乗ずる方法から、税率を記載せず

に消費税額を加えた額とする方法に改めるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 先ほどの道路のあれと変わらないのですけれども、確認したいと思いま

す。

資料の中で、１カ月以上たったものに関しては消費税がかからないという認識でよかったの

か、お聞きしたいと思います。

あと、今までの実績というのですか、それはあったかないかお聞きしたいと思います。
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○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） ２点のうち、１点目の１カ月未満につきましては消費税を課しま

すが、１カ月以上の場合は消費税がかかりません。

２点目でございますが、実績でございますが、平成２４年度決算実績でいきますと、河川１

カ月以上の案件が７件ございまして、７万４,２４０円となっております。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第６２号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第６２号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ６ ３ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１６ 議案第６３号歌志内市立病院使用料及び手数料等徴収条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第６３号歌志内市立病院使用料及び手数料等徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御提案申し上げます。

提案理由は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）の改正に伴い、現行の消費税率が引き上げられ、平成２６年４月１日から適用されるこ

とになったため、料金を改正するとともに、あわせて条文の規定を整備しようとするものでご

ざいます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市立病院使用料及び手数料等徴収条例の一部を改正する条例。

歌志内市立病院使用料及び手数料等徴収条例（昭和４３年条例第３号）の一部を次のように

改正する。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の１２ページ

をごらん願います。

第１条の規定は、目的でございますが、これは歌志内市立病院条例の字句を要約する形で定

義するものであります。

第２条の規定は、料金の算定方法でございますが、今回の一部改正に伴い条文を整理するも

のでございます。

第３条から第５条における料金についての規定につきましては、第４条である料金の額に条
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文を整理するとともに、項立てに改めようとするものでございます。

第１項は、これまで第３条に定めていた既存の条文について、引用条文の整理を行うもので

す。

第２項は、これまで第４条に定めていた既存の条文に、今後、消費税の額等の改正が行われ

た場合、自動的に改正後の消費税の額等を徴収することができるよう規定を追加するととも

に、その際に生じる端数の取り扱いを定めるものでございます。

第３項は、これまで第５条に定めていた既存の条文について、引用条文の整理を行うもので

ございます。

なお、これまでの第３条が削られることにより、改正後の第４条を第３条に改め、新たに第

４条を規定するものでありますが、この第４条は、これまで企業等の健康診断に係る料金設定

は、歌志内市立病院条例第９条に基づきとり行ってまいりましたが、近隣市の状況をもとに、

新たに条文を設けるものでございます。

また、第５条の条文を整理したため、後続する条を繰り上げるものでございます。

別表につきましては、今回の一部改正に伴い、別表１を改め、別表２につきましては条名の

表示を改めるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 二、三点お伺いをいたします。

普通、使用料手数料は条例で定めることになっていると思いますけれども、ここで言います

備考欄で、その他の料金の定めのないものについては医師会協定料金を準用するということに

なっておりますけれども、このような決め方でよいのか、まずお伺いいたします。

それと、その医師会の協定料金とはどのようなものがあるのかも、お伺いしたいと思いま

す。

それから、ここで言う入院患者の給食料は１食幾らなのか、この条例にはないのですけれど

も、幾らでなっているのか。これは決められないのか、もし決められないとすれば、その理由

はどのような理由なのかをお伺いをいたします。

それから、病衣の貸与料ですか、これ実費となっておりますけれども、普通、大概、料金は

それぞれ各病院で決めているようでございますけれども、その理由についてもお伺いいたしま

す。

それから、たしか改正の中の文書料の３段目、１通２,０００円、死体検案書並びに病名、

症状、経過、予後記載の診断書云々と書いてありますけれども、この中には、よく保険に入っ

ていて、医師の診断書、それぞれ保険によって決まっている診断書があると思うのですけれど

も、それらについても、この２,０００円、文書料の中に入るのか、その点もお伺いしたいと

思います。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） ただいまの御質問に御答弁申し上げます。

まず、１点目でございますが、大変申しわけございません、医師会協定料金に準用するとい

うことにつきましては、従来からこのようになっていたことにつきまして、そのように定めた
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ものでございますが、御質問にありました定額協定料金についての内容につきましては、大変

申しわけございません、現在調べてございません。後ほど調べてお答えしたいと思います。

それと、３番目につきましての病衣貸付貸与料なのですが、これにつきましては実費という

ことでございますけれども、今現在４２円で実費をいただいております。

この金額の定めにつきましては、現在、今までどおり４２円というのは変わってございませ

んけれども、特に定めた基準等については、ちょっと調べてございません。申しわけございま

せん。今後は、この４２円につきましては、消費税がアップすることによって、今度は４３円

になるようになります。

また、４番目につきまして、文書料につきましては、先ほど御質問ありました生命保険につ

きましては、文書料の、現在３,１５０円の中に入ってございます。もし、生命保険等の書類

等がいただきたいという請求がありましたら、今後につきましては、３,０００円に８％の消

費税がかかるということになります。

済みません、２番目の答弁につきましては、ちょっとお待ちください。

２番目に質問ございました給食料につきましては、今現在、職員の給食等は行ってございま

せんので、派遣医師分だけの給食料でございまして、２５０円徴収しております。これについ

ては、消費税は特に掛けてはございません。（「入院患者さんは実費なのでしょう」と呼ぶ者

あり）

失礼いたしました。入院患者の食費につきましては、年齢によって６５歳以上と６０歳と分

けてございますけれども、金額については、ちょっと書類を持ってきておりませんが、金額に

つきましては、一日で６２０円だったというふうに記憶してございます。この入院の給食料に

ついては、この手数料等については別でございまして、変わりはございません。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 質問の趣旨と若干違うのですけれども、私の聞いたのは、普通、今、

条例も改正をしているわけですから、普通、使用料というのは、条例で決めるのが普通なので

すよ。それで、備考欄に医師会と協定で準用すると書いているから、こういう決め方でよろし

いのですかということを聞いているのですよ。それと、医師会で準用しているのは、どんな種

類のものがあるのですかということを聞いております。

それから、給食費については、入院患者の給食費は１食幾らですかと。ですから、ここに実

費と書いてありますけれども、実費ではなくて決まっているのであれば、金額が入ってくるは

ずなのだけれども、ということを聞いているのです。

それから、病衣については４２円だか、４３円ということでございますので、それについて

も一日四十何円ですよということで、実費ではなくて金額を入れるのが本当ではないかという

ことを聞いているのです。

以上です。

○議長（山崎数彦君） わかりましたか。

加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） 済みません。

医師会の協定につきましては、先ほど申し上げましたように、大変申しわけございません、

準用はどのような基準になっているかということにつきましては、済みません、調べてござい

ません。

○議長（山崎数彦君） その分は、この別表１以外のものの料金のものについて今聞いている

のだよ。これ以外のものについては、医師会の料金を使うのですかということを今聞いている
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のですよね。それはどういうものがあるかということですよね。わかりますか。

暫時休憩いたします。

午後 １時３１分 休憩

────────────────

午後 １時４２分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

理事者答弁、加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） 大変失礼いたしました。

最初の医師会協定料金につきましては、今現在、病院に照会しているところですけれども、

まだ具体的なものはちょっと押さえておりませんが、ここに記入している以外で突発的なもの

があったときに、そういった医師会の協定料金を準用するというふうに判断しております。改

めてわかりましたら、後ほど御報告したいと思っております。

２番目につきまして、患者外給食料につきましては、これは先ほど申し上げましたように医

師派遣に係る給食代の２５０円を現在徴収してございますけれども、これ以外の入院患者に係

る給食費というものにつきましては、これは食事療養費ということで徴収しておりまして、こ

れとはまた別の徴収の仕方をしてございます。

また、一番最後のもう一つの御質問でありますけれども、病衣の関係につきましては実費で

はなくて、きちんと金額で定めたほうがよいのではないかという御質問でございましたが、病

衣の貸付料につきましては、現在、先ほど申し上げましたように４２円で徴収しておりますけ

れども、この件につきましても、それぞれ消費税が上がれば上がるようになりますけれども、

今後、流用的にまた変わることも考えられますので、あくまでもここでは実費ということで定

めていきたいというふうに思っております。

そのほかにつきましての実費につきましての表示も、あわせて業者等の仕入価格等の変動等

がございますので、そういったことも含めまして実費という形で表示させていただきました。

以上であります。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） １番目については、これからということでわかりました。

入院患者の給食費のことですけれども、今何か医療費の云々という話がありましたよね。で

すけれども、入院患者の食費については、これ、たしか自己負担なはずなのですよ。そうする

と、医療費と関係なく、あなたは１食幾らですからということで、清算するときに医療費の関

係ではなくて自己負担だと思うのですよ、僕は。ですから、先ほど来言うように、決まってい

るのであれば、患者さんのためにも実費ではなくて、例えば１食幾らですよとか、一日幾らで

すよと、そして、断るときには一日前に断ってくださいとか、こうなるのが普通でないかと私

はそういう気がするのですよ。

それから、病衣の貸付料についたって、４２円と決まってあるのであれば、どうして実費に

なるのか。ということは、例えば入院した場合に、病院の病衣を必ず着なければだめなのか。

それとも、私、４２円も一日取られるのであれば、自分のもの持ってきますよということにな

るのか、そういう選択があるはずなのですよ。ですから、私は、実費ではなくて決まっている

のであれば、そういう値段を書いて、当然、歌志内市立病院については、入院する場合に入院

案内というのがあると思うのですけれども、そういうものを渡すとすれば、実費、実費では入

院する人も困ると思うのですよ。その辺、もう一度、御答弁お願いしたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。
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○市立病院事務長（加津武君） ここで表示しております実費ということは、先ほど言いまし

た給食料につきましては、これは職員は今、食べておりませんけれども、あくまでも派遣医師

にかかる分の実費というふうに定めてございます。

先ほど言われました入院患者さんの給食料につきましては、今現在、掲示板にきちんと一日

幾らですということを表示して、定めて、皆さんにわかるように掲示板に、病院内に掲示で表

示してございますし、また、病衣につきましても、ここでは実費とうたっておりますけれど

も、金額が幾らで、一日１枚４２円で、そのほか必要に応じて徴収は今現在しておりませんけ

れども、あくまでも一日４２円かかりますということで、掲示板にきちんと金額を入れて表示

してございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 先ほどの下水道にも似たような形の質問になってしまうのですけれど

も、三つほど聞きたいと思います。

今回、増税分を、もし、しない場合に、経営努力などで補うことはできないのか、こういっ

たことは議論されたかどうかをちょっとお聞きしたいと思います。

あと、ここ最近の各診断書などの状況はどうだったのか。毎年、ふえているのか、減ってい

るのか、お聞きしたいと思います。

あと、三つ目ですけれども、今回の増税分でどれぐらいの増収を見込んでいるかということ

を聞きたいと思います。

以上であります。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） お答えします。

一番目の増税しないで経営努力したのかという御質問でございますが、この件につきまして

は、今回、増額にかかる分としては、文書料から初め病衣貸付料まで、増税等かかるものにつ

いては約４万円ほど増になる予定でございます。

経営的には、さほど影響はございませんけれども、消費税今まで３％から上げてきたとお

り、今回も８％に準じて上げていきたいというふうに思っております。

また、診断料につきましては、文書料につきましてはこれまで、平成２４年度実績に基づき

ますと８９件ございました。この数字については、毎年大体同じような数字で推移してござい

ます。この増税についても、今後は約２万円ほど増になる予定でございますけれども、現在こ

のような形で推移していくのかなというふうに思っております。

３番目の増収につきましては、先ほど申し上げましたように、全部の項目を増税にかかる分

を入れますと、約４万円の増になる予定でございます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 今回の消費税で４万円分は必ず、診断書など欲しいという人に対しては

負担になるということになってくると思うのですけれども、それについては病院側としてはど

ういうふうに考えているかお聞きしたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） 今回、上がることによって、文書料につきましては約２万円

ほどだというふうに試算してございますけれども、この文書料の上がることにつきましては、

今後、患者さん等につきまして、家族の方につきまして丁寧に御説明して、御理解を求めてい

く考えでございます。
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○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 金額的には余り大きい数字ではないので、その辺、努力していただきた

いという気持ちもなきにしもあらずで、今後、８％、１０％になってくると、病院側の経費

も、負担も多分多くなってくると思うのですよね。そのときに、病院側の経費をどうにかして

抑えようとするときに、こういった診断書とかの金額ですよね、５００円だか１,０００円、

２,０００円、３,０００円、こういったものは、多分、病院側で決めれる金額だと思うのです

けれども、こういうものの値上がりにつながってくる懸念というのがあると思うのですけれど

も、その辺はどういうふうに捉えていますか。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） 今後につきましては、本体の文書料のそれぞれ５００円から

３,０００円までの幅がございますけれども、この件につきましては、大体、近隣に合わせた

金額かなというふうに思っておりますけれども、これは大幅に５００円から３,０００円の間

の金額の文書料については、値上げするような考えは持ってございませんけれども、消費税が

上がることによって、やはり改正はやむを得ないのかなというふうに思っておりますので、消

費税分につきましては今後も改正していかなければならないというふうに考えてございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 議案６３号について討論したいと思います。

今議案は、消費税増税により、診断書や証明書にかかる消費税が患者負担となり、今後も１

０％への増税が患者に襲いかかってくるものになります。消費税増税が全て社会保障に充てら

れる保障がなく、収入の少ない人たちにとって重くのしかかる消費税は不公平税制であり、や

めるべきだと思われます。

したがって、市立病院は、今後、今以上の増税で患者負担増を避けるべきであると思いま

す。したがって、今議案には反対いたしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 反対する議員の発言がありますので、賛成する議員の発言を求めま

す。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） ただいまの議案第６３号の条例改正について、賛成の立場で討論をい

たします。

この市立病院使用料及び手数料の条例改定については、消費税増税についていろいろと議論

をされた中、税と社会保障の一体改革として、平成２６年４月１日から８％というのが決定さ

れました。年金、医療など、社会保障の維持継続のために必要な財源となり得る処置であり、

今後、軽減税率、給付などの検討もされておることから、この時期に条例制定し、国税の確保

を図るべきものと考えますので賛成をいたします。

○議長（山崎数彦君） 賛否両論が出ましたので、これで討論を終わります。

これより、議案第６３号について、起立により採決をいたします。

ただいまの議案に賛成する議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（山崎数彦君） 起立多数であります。



─ 40 ─

したがって、議案第６３号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ６ ４ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１７ 議案第６４号歌志内市立養護老人ホーム条例を廃止する

条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第６４号歌志内市立養護老人ホーム条例を廃止する条例の制定について御提案申し上げ

ます。

提案理由は、歌志内市立中空知養護老人ホーム楽生園を社会福祉法人ほく志会に無償譲渡す

るため、歌志内市立養護老人ホーム条例を廃止しようとするものでございます。

定例会資料の１７ページに要望書の写しを添付しておりますので、これに基づき、これまで

の経緯を含め御説明させていただきます。

現在の楽生園は平成９年に完成し、築１６年が経過した建物でございます。老人福祉法に基

づき、常時の介護の必要はないが、心身及び経済的な理由などから居宅における生活が困難な

６５歳以上の高齢者を養護するための施設であります。

また、本年度からは、介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護サービス事業等を手がけ

ており、ＡＤＬが低下しても介護保険サービスを利用しながら引き続き同施設に入所できるよ

うになりました。平成１８年より、ほく志会を指定管理者として施設運営を行っております

が、本年７月に施設譲渡に関する要望書が提出されております。

要望では、平成９年の建築から１６年が経過し、陸屋根の防水工事など、建物、設備の一部

改修が必要となってきており、入所の方々が安全に安心して快適な生活と養護、介護を受けら

れる状態を維持するには５,０００万円以上の資金が必要になる事態が想定され、譲渡後に大

規模改修事業をほく志会の負担で実施し、あわせて本年４月から事業を開始している特定施設

入居者生活介護事業所の事業を継続し、ほく志会が責任を持って地元高齢者福祉への参画と、

サービス向上を図り、地元への貢献を目指したいというものであります。

市としましても、譲渡により楽生園を利用する当市の高齢者へのサービス向上をもたらすも

のと考え検討を進めてきたところであります。中長期的視野で楽生園の施設を見た場合、今後

は経年劣化による施設改修や各種備品類の修繕や交換が発生することは明らかであり、社会福

祉法人ほく志会に要望どおり養護老人ホーム楽生園を譲渡することは、当市における財政的な

負担軽減、また、ほく志会の自主性並びに独自性の構築、利用者へのサービス向上に寄与する

ものと判断し、ほく志会に無償譲渡するため本条例を廃止しようとするものでございます。

また、この条例の廃止に伴い、関連する議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用または

廃止に関する条例と関連しておりますので、附則により改正するものでございます。

次ページの本文に参ります。

歌志内市立養護老人ホーム条例を廃止する条例。

歌志内市立養護老人ホーム条例（平成１７年条例第１８号）は、廃止する。

附則に参りますので、定例会資料の１５ページとあわせてごらん願います。

附則第１項は、施行期日でございます。この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

第２項は、議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用、または廃止に関する条例の一部改
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正でございます。

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用、または廃止に関する条例（昭和３９年条例第

２４号）の一部を次のように改正する。

第２条中第９号を削り、第１０号を第９号とし、第１１号から第２５号までを１号ずつ繰り

上げる。

本条例の施行に伴い、重要な公の施設の名称から、養護老人ホームが削除されることから、

号数を１号ずつ繰り上げるものであります。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） １件だけ、聞きたいと思います。

完全に譲渡するということで、市から全部手が離れるということになると思うのですけれど

も、そういった場合に、運営状況だとかこういったものが全く、議会とかこういう場で提案さ

れない状況になると思うのですけれども、それに対して、完全に手が離れるから、お金がかか

らないからということだけでそういうふうにするのか、どういうふうに市が考えているかをお

聞きしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 施設譲渡後におきましても監査というのがございまして、養

護老人ホーム特別施設につきましては空知振興局、また、訪問介護事業所につきましては中部

広域連合というものからの監査がございます。また、市としましても権限移譲の中で、ほく志

会の運営については市のほうからも監査を毎年実施するということになりますので、またその

中で、いろいろな情報等も市からのほうも提供しながら、市の何らかの関与というのは継続す

るというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

梶敏さん。

○１番（梶敏君） 楽生園のことについてお伺いをしますけれども、この長年の間、官営の施

設から民間の協力を得られた施設へとなっていきまして、この時代の変わり目の中よくやって

いただいているなと、こう思っているところであります。

資料によると、土地の部分が無償貸与となっているわけですけれども、これちょっとまた提

案をされておらないのですけれども、何年ぐらい無償貸与をするのか。また、その土地代が幾

らぐらいかかるところなのか、価値の問題ですね、その辺のところは話し合いをされていると

思うのですけれども、そのことをお伺いをしたいと思いますし、また、いずれかの時点といい

ますか、市でつくってきた楽生園が民間で多くの方に喜ばれて施設運営をしていかれると思い

ますけれども、その中で、ある意味では、時代の流れの中で経営を譲渡しなければならないこ

とになるよと。そんなときに、何年まで、うちの時点までは経営譲渡はできないよとか、その

辺のところのお話を伺いをしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 土地につきましては、市の条例に基づきまして無償貸与とい

うことで考えてございます。

ただ、期間につきましては、施設がほく志会のほうで楽生園を運営している間の期間という

ことで考えております。

また、最後のほうの施設運営に関する部分では、楽生園のほうでは、これまでも指定管理の
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中で８年間実施してきております。今後におきましても、変わらない経営運営ということで実

施していくということでお話をいただいていますので、市としましても、その要望書にござい

ますとおり、今後の運営について、内容を見まして、今後についても安定運営をしていただけ

るというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 梶敏さん。

○１番（梶敏君） 長年、楽生園が市の施設として、本当に市民の皆さん、また施設利用者の

皆さんの期待を担ってやってきていただいております。なおかつ、この時期に民間の方が、こ

れまでも民間主導でやってきたわけでありますけれども、そこでなおかつ、この時代に合わせ

た経営をしていく。また、多くの方々の雇用をされておりますし、また、入所者もだんだん時

代に合った処遇もされているというふうに伺っていますから、この中で楽しく過ごされている

ものと思っております。でありますから、先ほどよく聞こえなかったのですけれども、土地の

無償貸与の部分につきましては、もう１回お話をしていただきたいと思います。

それから、ある意味では……。

○議長（山崎数彦君） 梶議員に申しますけれども、今、条例を廃止する部分のやつで、土地

の無償貸与とかそういう部分は、別な部分で、次回にしてください。

ほかにありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 今の前の女鹿議員の答弁に対して、ちょっと質問をしたいと思いま

す。

女鹿議員が質問した答弁の中で、監査があるからいいのだというような趣旨だと思うので

す。それで、この監査というのは、誰がどの時点でやるのか。それから、この監査を恐らく毎

年やるのだと思うのですけれども、どういう法律で、誰が監査をしなければならないのかとい

うことが決まっているのか。それから、監査の内容なのですけれども、監査は数字だけ監査す

るのか、あるいは運営についても監査をするのか、その辺をお伺いしたいと思うのですけれど

も。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 先ほど、済みません、少し足りなかったかと思います。

譲渡後の市の関与ということでは、社会福祉法人として、事業内容、定款の変更の届け出義

務を初め、毎年、市に対して年間の事業運営、会計などは、全般にわたる報告義務がありま

す。また、市は法人に対しまして指導監査をする義務があり、今後も法人が事業を続ける限り

市の関与はなくならないということでございます。

また、利用者からの要望や意見があった場合は、ほく志会に対して情報提供をするというこ

とでは、今後も関係は継続されるのかなというふうに考えております。

また、この法人に対する監査につきましては、第二次一括法といいまして、地域の自立性を

高めるための、改革の推進を図るための関係法律というのがございまして、これが平成２３年

８月３０日に公布されまして、２４年４月１日より社会福祉法に基づく社会福祉法人の認可、

指導監査の権限が北海道のほうから市のほうに委譲されておりますので、これにつきまして

は、保健福祉課の職員が、市の監査の範囲の部分では出向きまして法人監査をするということ

になってございます。今年度につきましても、既に１回実施しているところでございます。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 今まで指定管理者でやっていたので、指定管理者でやっていたから市
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に、これは協定で毎年報告しなければならないというようなことがうたっているのだと思うの

ですよ。ですから、毎年、どんな書類が来るかちょっとわかりませんけれども、一年間はこう

いうことで運営してきましたよということで、協定書でうたっているから来るのだと思うので

すよ。

それで、もしこれが、先ほど女鹿議員が言ったように離れた場合に、自治体が監査をするよ

うな話ですけれども、これ、何の法律で、例えば、ほく志会に施設を譲渡した場合に、自治体

がそれまで監査をする権限があるのか。それは法律のどこで、どういう法律で決まっているの

か、その辺ちょっとお聞きしたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 先ほども申し上げたのですが、権限委譲というのがございま

して、これまでは北海道が各社会福祉法人に対して監査を行っていたものなのですが、これが

第二次一括法の中で市のほうに権限委譲されております。したがいまして、市としましては、

市内にある社会福祉法人に対しまして監査をするということが決められましたので、ほく志会

のみならず、例えば社会福祉協議会の社会福祉法人ですとか、そういうところにも市のほうで

監査を行うと。事業内容とか、先ほどの定款の変更だとか、その辺についての部分を監査する

ことになったものでございます。

なお、老人ホームの運営というものは、これまでどおり北海道が監査をやるというところで

ございますので、市のほうに権限委譲になったものは、あくまでも社会福祉法人の部分の内容

の監査ということでございます。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） ちょっと、時系について説明をお願いしたいのですけれども。

ことしの７月に、ほく志会から譲渡してくれという要望書がありましたという説明で、それ

から今回こういう提案があったのですけれども、その間に不動産鑑定が行われていますよね。

この鑑定の内容が、我々はちょっと素人で計り知れないところがあるのですけれども、この価

値が高い値段で出てきたら、今回は最終的に情報収集すると１万円程度ということだったので

すけれども、高い値段で出てきたら、この施設譲渡に対して無償を考える前に有償というよう

なことも考えられたのですか。その辺はどうなのですか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保険福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） このたびの要望書が無償譲渡というふうな要望書でございま

した。ただ、内容が、楽生園自体が築１６年ということでございますので、実際的に有償譲渡

を視野に入れた場合に、その施設の価値というものがどれぐらいなのかというところで不動産

鑑定の必要があるという検討委員会の中でもお話が出ましたので、その中で、一応、不動産鑑

定をしたものでございます。

有償も視野というところでございますけれども、このたびにつきましては要望書が無償譲渡

でありますので、無償譲渡の前提に立った中での検討ということでございました。

以上です。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則により、所管の行政常任委員会に付託の上、会期中の審査に付
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することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第６４号については、所管の行政常任委員会に付託の上、会期中の審査と

することに決定いたしました。

１０分間休憩いたします。

午後 ２時１７分 休憩

────────────────

午後 ２時２６分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

議 案 第 ６ ６ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１８ 議案第６６号財産の処分についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第６６号財産の処分について御提案申し上げます。

下記により、建物を無償譲渡するため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議

会の議決を求める。

記。

１、譲渡する建物の概要。

名称、歌志内市立中空知養護老人ホーム楽生園。

所在地、歌志内市字文珠２４４番地２、２５０番地、２５３番地１８。

構造、鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺２階建。

面積、３,７９３.８５平方メートル。

２、譲渡の相手方。

歌志内市字文珠２４４番地２。

社会福祉法人ほく志会理事長、佐藤秀則。

３、譲渡予定日。

平成２６年４月１日。

提案理由は、歌志内市立中空知養護老人ホーム楽生園について、同施設の指定管理者である

社会福祉法人ほく志会に対し、建物を無償譲渡するため、法令の定めるところにより、議会の

議決を得ようとするものでございます。

本譲渡施設につましては、平成９年１０月に完成し、同年１１月から歌志内市立中空知養護

老人ホーム楽生園として、老人福祉法第１５条第３項の規定に基づき、常時の介護の必要はな

いが心身及び経済的な理由などから、居宅における生活が困難な６５歳以上の高齢者を養護す

ることを目的に設置した施設であります。

また、本年４月１日から介護保険法第８条第１１項及び同法第８条の２第１１項に基づく特

定施設入所者生活介護サービス事業及び介護予防特定施設入所者生活介護サービス事業を行っ

ており、入所者のＡＤＬ、日常生活動作が低下しても介護保険サービスを利用しながら引き続

き施設入所が可能な施設となっております。
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なお、平成１７年度までの市直営での管理運営を経て、さらに効果的、かつ効率的な施設運

営を目指し、平成１８年度から社会福祉法人ほく志会が指定管理者として施設の管理代行を

行っておりましたが、本年７月に同会より施設の無償譲渡に関する要望書の提出がありまし

た。

施設建物は、築１６年が経過し、今後、陸屋根の防水工事やボイラー交換工事など大規模改

修工事を初め修繕工事等の増加が見込まれております。

また、施設建設事業費約１６億円に対し、建物の積算価格、評価額がどの程度のものか不明

であることから、不動産鑑定士にその調査を依頼したところ、原価法による積算価格は４億５

３０万円との評価を受けました。

さらに、財産価値は、収益性についても評価額が大きく影響することから、養護老人ホーム

として特殊な建物で、他に転用することは困難であることを前提として、過去３年間の決算報

告、今後予想される改修工事等を検討した結果、収益還元法による収益価格については１万円

の評価額となりました。このように、原価法による価格と収益還元法による価格では大幅な階

差が生じましたが、不動産鑑定士は、建物の収益性を重視し、最終的な不動産鑑定評価額とし

て収益還元法を採用し、１万円としたところであります。

これらの経緯を含め、庁内において検討した結果、かかる鑑定評価額を妥当なものと受けと

め、加えて、築１６年が経過した施設において、今後、経年劣化による施設改修工事や各種備

品類の修繕、交換が増加することは明白であり、同会へ施設を無償譲渡することは、財政的な

後年次負担の軽減、さらには同会への自主性・独自性の構築、並びに利用者へのサービスの向

上に寄与するものと判断し、要望書どおり、ほく志会に建物を無償譲渡しようとするものであ

ります。

なお、建物の平面図につきましては、定例会資料の１９ページから２０ページにございます

ので、お目通しいただきたいと存じます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則により、所管の行政常任委員会に付託の上、会期中の審査に付

することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第６６号については、所管の行政常任委員会に付託の上、会期中の審査と

することに決定いたしました。

議 案 第 ６ ７ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第１９ 議案第６７号指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－
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議案第６７号指定管理者の指定について御提案申し上げます。

次のとおり歌志内市老人福祉センターの指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

１、公の施設の名称、歌志内市老人福祉センター。

２、指定管理者となる団体の名称、歌志内市シルバーセンター。

３、指定管理者となる団体の所在、歌志内市字神威１７８番地１。

４、指定の期間、平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで。

提案理由は、歌志内市老人福祉センターにおける管理運営を効果的かつ効率的に行わせるた

め、指定管理者を指定しようとするものでございます。

このたびの提案は、歌志内市老人福祉センターにおける管理運営を効果的かつ効率的に行わ

せるため、管理者の指定につきまして、歌志内市老人福祉センター条例第４条第１項及び地方

自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。

今回の指定管理者は、歌志内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

の定めにより、募集要項等を定め、条例第５条第１項第１号の当該施設の性格、規模及び機能

により公募することが適さないものと判断し、歌志内市シルバーセンターを公募によらない指

定管理者の候補者として選定をいたしました。

今回の指定管理者の選定に当たりましては、公募によらない指定管理者の候補者の選定の手

続であることから、歌志内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第

５条に基づき、選定委員会の開催を不要とするところでありますが、審査の客観性・公平性を

確保するため、選定委員会を開催し広く意見を求めたところであります。

選定委員会では、申請書と一緒に提出された事業計画書、収支計画書の確認を行い、利用者

の平等な利用の確保及びサービスの向上、施設の効用が最大限に発揮されるか、施設管理能力

等指定手続条例第４条に定める選定方法等に基づき審議をしていただき、選定されたものでご

ざいます。

なお、指定管理者の概要、事業計画等につきましては、定例会資料の２１ページから２５

ページにございますので、お目通しいただきたいと存じます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 今の提案について質疑をいたします。

まず、提案理由の中に、管理運営を効果的かつ効率的に行わせるため指定管理者を指定しま

すと、こういうことになっております。

そこで、資料の６、２１ページの３の設立目的、ちょっと読んだら長くなりますけれども、

定年退職後等において雇用関係でない何らかの就業を通じて自己の労働能力を活用し、それに

よって追加的な収入を得るとともに、みずからの生きがいの充実や社会云々とこうあります。

そして、次の事業を行うと、１、２、３、４、５とあります。そのほかに、２３ページの資料

（４）施設の管理経費の縮減のための方策、①管理経費の縮減について、老人福祉センターの

運営に関しましては、シルバーセンターの事務局と老人福祉センターの事務室を一体化して管

理することにより、管理経費（人件費）の節減を行い、当センターの運営を安定させるととも

に、施設管理に当センターの会員を充て、管理業務の効率化を図ってまいりますと、いろいろ

書いてあります。余りあっちもこっちもいったら長くなりますので、これによりまして若干質

問をさせていただきます。
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今、私が申し上げた設立目的、あるいは管理経費の縮減等についての中から質問になると思

いますけれども、今の運営状況からいきますと、どちらもシルバーセンターなのですけれど

も、管理業務とそれから運営業務というのですか、管理業務といったら、たしか窓口で受け付

けするのが管理で、施設の中を管理するというのかな、そういう業務でないかと私は思うので

す。

それから、もう一つは、運営業務というのは、会員さんがいて、除雪したり草刈りしたり、

そういうのが運営業務ではないかという気がするのですよ。それで、先ほど言いましたよう

に、例えば設立目的であれば、ほとんどが運営業務のほうを言っているのだと思うのです。

それから、２３ページの管理経費の縮減についても、両方一緒にやったほうがいいから節減

になるよと、こういうことだと思うのですよ。

それで、２５ページの収支計画書の指定管理料、２６年度ですね、２６９万８,０００円、

指定管理料、それと、どうも私、不思議でしようがないのですけれども、運営業務の中に、た

しか補助金だと思うのですけれども１７０万円、２５年度の予算で補助金で出しているはずな

のですよ。間違ったら指摘をしてください。それで、これを足すと４３９万８,０００円の、

要するに歌志内シルバーセンターにお金を出しているという格好になると思うのです。

そうしますと、先ほど言いましたように、本当にここの事業計画書の中で言っている、２３

ページの管理経費の縮減になっているのかという疑問が出てまいります。それで、既に御承知

のことと思いますけれども、指定管理の前の直営でやっていた場合には、シルバーセンターを

管理運営するのに、たしか３４０万円ぐらいしかかかっていないはずなのですよ。それが、

今、指定管理にした場合に、先ほど言いましたように４３９万８,０００円もかかっている

と。これ何ぞやということで、それであれば、この資料の事業計画というのは本当なのか。こ

れを真剣に討議をしたいと、私はそう思います。

それからもう一つ、収支計画書、利用料の中に年間５万５,０００円、確かにこの事業計画

書の中には、神威町内会と云々ということが、二、三箇所出てきております。そうすると、利

用料５万５,０００円というのは、町内会のほかに老人クラブが利用したとか、いろいろある

と思うのですよね。そのために管理人を置いているのだと思うのですよ。それで、本当に５万

５,０００円なのかと、町内会からの使用料は取っていないのかと、そういうふうに思わざる

を得ません。

それで、大きな問題なのですけれども、本当にこれを指定管理者にして、本当に管理経費の

縮減になっているのか。あるいは、なぜ、このシルバーセンターをわざわざ指定管理者にして

指定管理料と、先ほど言いました補助金約４４０万円、なぜ払わなければならないのか。一緒

にしたらできないのか。実際に、事務室も違う、電話も違う、あそこの中で、そういう管理で

よろしいのか。その辺を詳細に答弁をお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） まず、シルバーセンターと老人福祉センターの部分で、今回

につきましては、シルバーセンターの指定管理ということでございます。

先ほどの直営のときの費用というのがございましたが、平成２２年度のときの直営のときの

支出予算といいますのが２８４万３,５０９円と、そのときの施設使用料の収入というのが１

２万９０円でしたので、経費とすれば３７２万３,４１９円というのが直営時の金額でござい

ます。

その後、２３年、２４年と指定管理になりまして、指定管理料としましては、２３年度に３

０５万２,０００円、２４年度に３０３万５,０００円、そして今年度は３０９万１,０００円
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ということでございますので、費用的には直営のときよりも指定管理料としての部分のほうが

低いというもので認識しております。

また、シルバーセンターにつきましては、シルバーセンター独自の事業としまして、先ほど

御指摘ありましたとおり、設立運営の中の趣旨の中で、高齢者の方の社会参加ということで、

会員様がそれぞれ市内での草刈りですとか除雪ですとか、そういうものを事業として行う生き

がいづくりの場として、シルバーセンターのほうに１７０万円ほどの補助金を出しておりま

す。

これにつきましては、シルバーセンターに、このたび指定管理するわけでございますけれど

も、シルバーセンターと老人福祉センターの運営がイコールという捉まえ方につきましては、

私どものほうも別々なものとして考えてございます。

また、経費節減というか、効率的な運営というところでございますが、具体的な経費節減と

いうのは示されておりませんけれども、事務局を一体的に管理することによりまして、効率的

な管理というのが行えるというのも考えられます。例えば、外回りの管理ですとか、外出時に

は利用者からの電話等の対応というのも効率的な運営になるのではないかなというふうに考え

ております。

管理経費の縮減というところでは、先ほど申し上げましたとおり直営のときと比べまして

も、現在、指定管理料として行っている部分で、かなり経費的には節減になっているのではな

いかなといふうに考えております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 私は、縮減になっていないという考え方なのです。それと、今の答弁

では、運営と管理は別に考えていると、こういう答弁なのですよね。だけれども、実際には、

歌志内市のシルバーセンターを指定管理するわけですよ。そうすると、シルバーセンターの中

では、管理業務もあるでしょうし、それからさっき言ったように、運営になるのかどうなの

か、私は言葉がちょっとわかりませんけれども、従業員がいて何ぼかでも働いて運営費を管理

していますよと。それで、両方を足して、歌志内市のシルバーセンターを指定管理にするわけ

ですから、なぜ二つに分けなければならないのと。一つにして、そして指定管理料を出せば、

私はそれでいいのではないかという気がするのですよ。なぜ、担当者のほうで、こっちはこっ

ちだよ、こっちはこっちだよと、なぜ最初から二つに分けなければならないのと。それであれ

ば、名前はどうなるか知らないけれども、それぞれ指定管理者にしたらどうですか。なぜ分け

なければならないの。その辺が、どうも私には理解できないのですよ。

それから、先ほど言いましたように、神威町内会も使っておりますけれども、神威町内会の

使用料は無料なのか、有料なのか。私は、５万５,０００円というのは、恐らくここでいう使

用目的や何かありますよね。老人クラブ云々とか、何とかかんとかって。その中の使用料では

ないかという気がするのですよ。これは私、見たわけでも何でもないですから、ですけれども

５万５,０００円なんていうのは考えられないですよ。

それからもう一つは、やはり公平にしなければならないと思うのですけれども、そうする

と、なぜ中村の生活館だったかな、生活館は町内で管理しているはずなのですよ。それ、なぜ

老人福祉センターだけが、こういう市から、先ほど申しましたように、４４０万円も出して指

定管理にしなければならないのか。やはり、片方は片方、片方は片方でなくて、そういう施設

であれば、当然、平等に扱うというような考え方にならなかったのか。最初、一番先にやった

のは３年前ですから、そのとき、私は、こういうシルバーセンターを指定管理にするといった
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ら、こういう格好になるとは思わなかったのですよ。二つに。一つになって、あそこのシル

バーセンターが老人福祉センターを管理すると思っていたのですよ。ところが話を聞いてみる

と、全く違うと。こういうことで、本当に指定管理者にしていいのか。それであれば、直営で

やったほうがいいのではないか。

それから、ここにも書いてありますけれども、何でわざわざ電話、私よくシルバーセンター

を利用させていただきますけれども、電話かけたら必ず、今つなぎますから少々お待ちくださ

いと言って、先に管理棟が出て、次に作業場が出て、女の人が出て応対してくれるのですけれ

ども、なぜそんな無駄な、私に言わせれば無駄だと思うのですけれども、そういう管理をし

て、そういう指定管理制度というのですか、そういうことをやっているのか。もう少し親切な

御答弁をいただきたいと思うのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 使用料の計画の中で、使用料について５万５,０００円とい

うのは少ないのではないかという部分でございますが、使用料については平成２２年の段階で

収入が２万６,０２０円でございました。その後、２３年、２４年と葬儀が何件かございまし

たので、２３年度については１６万３,５９０円、２４年度については１５万１,８４０円と。

そして、２５年度については、現在のところ６万４,２５０円と、葬儀がございませんし、今

後についてもちょっと見込んでおりませんので、このぐらいの金額かなというふうに考えてお

りまして、２６年度以降につきましても５万５,０００円という見込みの中で、一応、収入に

ついては立ててございます。

それと、なぜ分けないで一緒に指定管理ということができないのだということでございます

が、あくまでもシルバーセンターの部分の事業と老人福祉センターの管理運営業務と言ってお

りますけれども、そのシルバーセンターを管理しながら運営していくという部分での費用とい

うのは、シルバーセンターにつきましては、会員さんが営業の中で、事業所とそれぞれ契約し

ながら、先ほど言ったように草刈りと除雪を行いながらシルバーセンター自体を経営している

というものでございます。

片や、老人福祉センターというのは、あくまでも建物を利用者の方に利用していただいて問

題なく運営していただくという部分でございますので、指定管理料もシルバーセンターの運営

にかかる経費として、指定管理料として支払っておりますし、シルバーセンターを運営、経営

していく中で、どうしても不足する部分がございますので、その不足する部分を補助している

というのがシルバーセンターへの補助金でありますので、何とぞその辺については御理解いた

だきながら考えていただきたいというふうに思います。

○議長（山崎数彦君） 原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 私は、使用料を主に言っているのではない、ついでに言っただけなの

で。福祉センターそのものを、シルバーセンターに指定管理者として出すのに、なぜ二つに分

けなければならないのと、一つではできないのかと、それを主に質問をしているのですよ。

それと、ついでにと言ったら悪いですけれども、みんな各町内会でも改良住宅の町内会でも

そうですけれども、改良住宅にそれぞれ市で集会所をつくっていただいていますよ。みんな町

内会で使用料を払っているわけですよ。金額は違いますけれども、建設課長に聞いたらわかる

と思いますけれども、それぞれみんな町内会館を持っていて、町内会館は町内会館で本当に苦

しいやりくりをして使用料を払っているわけですよ。

そうすると、老人福祉センターを、なぜ、答弁ないからわからないのですけれども、確かに

神威町内会は使っていますよ。使っていますけれども、使用料も取っているのか取っていない
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のか、答弁ないからわかりませんけれども、それも一つです。

だけれども、私の言うのは、四百何十万円もかけて老人福祉センターを、シルバーセンター

を二つに分けて、なぜ指定管理に出さなければならないのか。やりようによっては、やりよう

によってはというより、市で指定管理者を出すのであれば、こうこうこうやってくださいと、

何ぼでやってくれますかと、これで終わるのではないですか。なぜ、市で指定管理者出すのに

わざわざ、こっちはこっち、こっちはこっち、二つでやってください。そのかわり、一つは補

助金で出しますよと、一つは指定管理料で出しますよと。補助金で出そうと指定管理者で出そ

うと同じですけれども、どちらか一つでまとめて、例えば指定管理料で全部賄うように出しま

すよとかということで、市で指定管理に出すときに、そういう協定を結べばいいのではないで

すか。なぜ二つでやるのか、私は全く理解できません。

そういうことで、答弁できるのならしてもらうし、答弁できないのなら答弁要りません。よ

ろしくお願いします。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします。

午後 ２時５９分 休憩

────────────────

午後 ３時０１分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 現在、分けていない理由につきましては、老人福祉センター

については指定管理ということで管理運営を行って、その施設の維持経費にかかる費用につい

てを指定管理料として、それらの維持経費についてを見ながら指定管理料として支払っており

ます。

また、シルバーセンターにつきましては、その事業の実施に伴うそれらの事業について見な

がら、補助金として不足分ということで出しているということでございますので、性格上は、

やはりシルバーセンターと老人福祉センターの管理運営というところでは、性格上違うという

ことで認識しておりますので、このように分けて支出しているということでございますので、

御理解いただきたいというふうに思います。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 今、質疑の中で、シルバーセンターと老人福祉センターは別物だよと

いうことで、指定管理と補助金という部分に分かれているということなのですけれども、この

資料によりますと、福祉センターの収支計画書は出ているのですけれども、これを指定管理し

ようとするシルバーセンターの計画書もあってしかるべきかなと思うのですけれども、その補

助金が１７０万円が出されているということですけれども、それの収支はどのようになってい

るのか。これが老人福祉センターの収支にどこか重なる部分があるのか、その辺もちょっと示

す必要があるのではないかと思うのですけれども、いかがか。

それと、組織図の中に、理事長１名、営業部長１名、事務開拓員１名と、そのほかに賃金雇

用が２名ということで、老人福祉センターに配置されているということですけれども、この人

件費支出の中の賃金、これを見ますと、人数的に書いているのは３人で、そのほかに書かれて

いる賃金その他は、どういう割合で支給されているのか、その辺もちょっと教えてください。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） シルバーセンターの予算については、添付はしておりません
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が、シルバーセンターの収入としましては、先ほどから言っておりますとおり、これは２５年

度ですけれども１７２万８,０００円の市の補助金、そのほか事業収入として４２６万１,００

０円、会員の会費として１万２,０００円、繰越金等が７０万８,０００円ほどありまして、大

体総事業費としては６７１万１,０００円の事業費となっております。

そのほか、支出につきましては、人件費として２６６万４,０００円、そのほか管理運営経

費として１１９万５,０００円ほどかかっておりまして、そのほか事業費として２４６万５,０

００円、予備費として３８万７,０００円を計上しながら、収入と同額の６７１万１,０００円

の事業費ということになってございます。

それと、老人福祉センターの人件費のほうなのですが、計画書の中に載っております賃金に

つきましては、２名分の賃金であります。この中で、管理運営を行うというところでは、シル

バーセンターの開拓営業員が一人いますので、老人福祉センターの勤務体制的には開拓事務員

１名と賃金雇用２名の３名で行っているところでございます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 会計は別だよということなのですけれども、同じ部屋で執務をしてい

るという可能性を考えると、例えば、この事業費支出の中で燃料費、ＬＰガスとか灯油、これ

は同じ部屋にいるのであれば同じ消費ができるのではないかと思うし、水道光熱、それから修

繕なんか、これは機械があればまた別なのかもしれないですけれども、こういうことも共同で

使っている部屋で共同の暖房費であれば、半分はできるのかなというふうにも考えるのですけ

れども、あくまでも別支出に考えているということですか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） あくまでも別支出ということで考えております。

ただ、今後の経費の節減の中でも、その辺については人件費のところだけではなくて、まだ

まだ運営の中で経費節減できる部分については考えていくということで話はしております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第６７号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第６７号は、原案のとおり可決されました。

議 案 第 ６ ８ 号

○議長（山崎数彦君） 日程第２０ 議案第６８号空知中部広域連合の規約の変更についてを

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。
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岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第６８号空知中部広域連合規約の変更について、御提案申し上げます。

提案理由は、老人保健医療制度終了後５年が経過し、今後新たな事務が生じないこと、ま

た、地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律

の整備に関する法律（平成２４年法律第５１号）が施行されたことに伴い、空知中部広域連合

が実施する事業等の一部について改正するため、空知中部広域連合規約の変更について、地方

自治法第２９１条の１１の規定により議決を得ようとするものでございます。

次ページの本文に参ります。

空知中部広域連合規約の一部を変更する規約。

空知中部広域連合規約（平成１０年７月６日市町村第７８４号指令）の一部を次のように変

更する。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の２６ページ

をごらん願います。

第４条第６号を削り、同条第７号を同条第６号とし、同条第８号を同条第７号とし、同条第

９号中「障害程度区分審査会」を「障害支援区分審査会」に改め、同号を同条第８号とする。

これは、第４条広域連合の処理する事務の規定について、老人保健医療制度終了後５年が経

過し、今後、新たな事務が生じないため、広域連合が処理する事務から老人保健事業に関する

ことを削除し、それによる号の繰り上げを行うとともに、地域社会における共生の実現に向け

て、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに

伴い、審査会の名称を「障害支援区分審査会」へ変更しようとするものでございます。

第５条第６号を削り、同条第７号を同条第６号とし、同条第８号を同条第７号とし、同条第

９号中「障害程度区分審査会」を「障害支援区分審査会」に改め、同号を同条第８号とし、同

条第１０号を同条第９号とする。

これは、第５条広域連合の作成する広域計画の項目の規定について、第４条と同様の変更を

行おうとするものでございます。

別表第２項第６号を削り、同項第７号中「第４条第７号」を「第４条第６号」に改め、同号

を同項第６号とし、同項第８号中「第４条第８号」を「第４条第７号」に改め、同号を同項第

７号とし、同項第９号中「障害程度区分審査会」を「障害支援区分審査会」に、「第４条第９

号」を「第４条第８号」に改め、同号を同項第８号とする。

これは、別表に規定する広域連合の経費の支弁の方法について、第４条を変更することに伴

い、同様の変更を行おうとするものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。
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これより、議案第６８号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第６８号は、原案のとおり可決されました。

議案第６９号から議案第７０号まで

○議長（山崎数彦君） 日程第２１ 議案第６９号及び日程第２２ 議案第７０号を一括議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第６９号と議案第７０号の補正予算について、一括御提案申し上げます。

なお、事項別明細書については、財政課長から御説明いたします。

議案第６９号平成２５年度歌志内市一般会計補正予算（第５号）。

平成２５年度歌志内市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２,５３２万９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億４,５８６万９,０００円とする。

２項は、省略いたします。

（債務負担行為の補正）。

第２条、債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

３ページをお開き願います。

第２表、債務負担行為補正。

１、追加。

事項、老人福祉センター指定管理料。

期間、平成２６年度より至る平成２８年度。

限度額、指定管理者と各年度において締結する年度協定書第３条に定める額。

これは、老人福祉センターを平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで３年間、歌

志内市シルバーセンターに管理委託するための予算措置であります。

次に、議案第７０号に参ります。

議案第７０号平成２５年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第２号）。

平成２５年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１万７,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３億８,３４８万１,０００円とする。

２項は、省略いたします。

以上で、議案第６９号と議案第７０号の補正予算について、一括御提案申し上げました。

事項別明細書については、財政課長から御説明いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。
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○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） それでは、一般会計補正予算事項別明細書の歳出について御説明

いたしますので、６ページをお開き願います。

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書。

歳入。

２款総務費１項総務管理費１０目代替輸送関連事業費２２節補償、補填及び賠償金９万６,

０００円の増額補正は、平成２５年度代替輸送バス運行経費補償金の確定に伴う増でありま

す。

次に、２項徴税費２目賦課徴収費１３節委託料５５万５,０００円の増額補正は、個人市・

道民税制度改正に伴う電算システム改修委託料の増であります。

次に３款民生費１項社会福祉費３目障害者福祉費９節旅費３万８,０００円の増額補正は、

障害程度区分認定調査に伴う旅費の増であります。

２０節扶助費１,６４１万７,０００円の増額補正の内訳は、障害福祉サービス給付事業の増

が１,６２７万２,０００円で、それぞれ受給者数の増や利用時間の増加に伴うものですが、居

宅介護と同行援護には過疎地域に係る特別地域加算の未請求分４９万８,０００円が含まれて

おります。また、福祉灯油助成事業では、重度身体障害者世帯２９世帯分１４万５,０００円

を計上しております。

本事業について御説明いたしますので、定例会資料２８ページをお開き願います。

歌志内市高齢者世帯等福祉灯油代助成事業の概要であります。

事業目的は、高齢者世帯等に暖房用灯油代の一部を助成し、在宅福祉の向上を図ろうとする

ものであり、助成対象世帯は、平成２６年１月１日現在、当市の住民基本台帳に登録されてい

る市民税非課税世帯のうち、次のいずれかに該当する在宅世帯であります。

（１）として、高齢者世帯とは、６５歳以上の者のみで構成される世帯。

（２）として、重度身体障害者世帯とは、身体障害者手帳の１級、または２級に該当する世

帯。

（３）として、母子・父子世帯とは、配偶者のいない者が１８歳以下の児童を扶養している

世帯で、現に当該児童と同居している世帯であります。

助成額は、１世帯当たり５,０００円であります。

６ページに戻りまして、４目国民年金費１３節委託料２９万４,０００円の増額補正は、国

民年金制度改正に伴う電算システム改修委託料の増であります。

次に、２項老人福祉費１目老人福祉事業費１２節役務費１４万３,０００円の増額補正は、

緊急通報装置３台分の設置等手数料の増であります。

９ページをお開き願います。

２０節扶助費２１６万円の増額補正は、福祉灯油助成事業で、高齢者世帯４３２世帯分であ

ります。

次に、４項１目とも母子福祉費２０節扶助費１８万円の増額補正は、福祉灯油助成事業で、

母子・父子世帯３６世帯分であります。

次に、５項児童福祉費３目保育所費１３節委託料６９万３,０００円の増額補正は、入所者

の年齢区分変更に伴う広域入所保育委託料の増であります。

次に、４款衛生費２項清掃費２目ごみ処理費２５節積立金５,１３２万６,０００円の増額補

正は、東光最終処分場閉鎖基金積立金で、処分場旧所有者の株式会社エコバレー歌志内から寄

附金を受け、将来の閉鎖費用に充てるため積み立てをするものであります。
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次に、７款１項とも商工費、２目産炭地振興対策費１９節負担金補助及び交付金３,９６０

万円の増額補正は、新産業等創造事業助成金の増であり、歳入の諸収入において同額を予算措

置しております。

定例会資料２９ページから４２ページに、助成事業の概要、事業者からの申請書等を掲載し

ておりますので、あわせて御参照願います。

助成金の事業名は、高周波基本波タイプ水晶デバイスの開発事業で、申請者は、市内字文

珠、株式会社ソラチ・クォーツでございます。

同社は、無線機器やテレビ、携帯電話などに使用されている水晶フィルター及び水晶振動子

など、いわゆる水晶デバイスの生産、販売を行っておりますが、近年、顧客からの要求は、よ

り低雑音化が可能となる高周波で、特性のよい基本波による水晶デバイスへと変化してきてい

るため、このたび道立工業技術センター等の指導を受け、これらの生産技術を確立できたこと

から、部品組立工程における量産設備を導入しようとするものであります。これにより、品質

の優れた水晶デバイスの量産が可能となり、経営の安定化に資するとともに、今後の事業拡大

に結びつくものであります。

雇用面においては、今後５年間で６名の新規採用を計画しており、経営面においては、２年

目で売り上げ３,１９５万円、３年目で８,１００万円、４年目以降は１億円以上を見込んでお

ります。

事業費につきましては、機械・装置導入等６,２３８万７,０００円で、助成申請額は税抜事

業費の３分の２の３,９６０万円であります。

なお、資料の２９ページの助成事業の概要と、３０ページの助成金交付決定通知書、３１

ページ以降の助成金交付申請書との助成金の額の相違につきましては、申請書受理後に購入す

る設備機器に変更が生じたことにより減額となったものでありますので、御理解願います。

８ページに戻りまして、８款土木費２項道路橋梁費２目道路維持費１１節需用費１００万円

の増額補正は、冬期間の凍上等による市道等舗装路面に係る維持補修費の増であります。

次に、４項都市計画費２目下水道費２８節繰出金２１万７,０００円の増額補正は、市営公

共下水道特別会計への繰出金ですので、その会計のところで御説明いたします。

１０ページをお開き願います。

５項住宅費１目住宅管理費１１節需用費３００万円の増額補正は、市営住宅における経年劣

化に伴う床落ち修繕及び雪害に伴う軒先破損修繕費の増であり、その内訳は、改良住宅が２２

０万円、公営住宅が８０万円であります。

１９節負担金補助及び交付金５１万６,０００円の増額補正は、申請者の増に伴う住宅改修

促進助成金の増であります。

次に、１０款教育費１項教育総務費２目事務局費７節賃金３７万９,０００円の増額補正

は、事務局職員の病気休暇に伴う事務補助員賃金であります。

次に、２項小学校費１目学校管理費７節賃金５３万６,０００円の増額補正は、用務員の臨

時配置に伴う増であります。

次の１２款公債費は、財源区分の変更であります。

次に、１５款１項１目とも予備費８１７万９,０００円の増額補正は、歳入歳出予算の調整

によるものであります。

続きまして、事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、４ページをお開き願いま

す。

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書。
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歳入。

１３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金１節障害者自立支援給付費負担金８１３

万６,０００円の増額補正は、歳出の民生費で予算措置しました障害者福祉サービス給付事業

に係るものであります。

次に、２項国庫補助金１目民生費補助金１節障害程度区分認定等事業費補助金１万９,００

０円の増額補正は、認定調査旅費に係るものであります。

５目総務費補助金１節地域の元気臨時交付金１,１７９万円の増額補正は、地域活性化等に

資するために公共投資資金として交付され、衛生費の旧埋立処分場改修事業費に財源充当する

ものであります。

次に、３項委託金２目民生費委託金１節社会福祉費委託金２９万４,０００円の増額補正

は、国民年金費電算委託料に係るものであります。

次に、１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担金１節障害者自立支援給付費負担金４０

６万８,０００円の増額補正は、国庫負担金と同様であります。

次に、１６款１項とも寄附金５目衛生費寄附金１節清掃費寄附金５,１３２万６,０００円の

増額補正は、東光最終処分場閉鎖基金積立金積み立てに係る寄附金であります。

次に、１７款１項とも繰入金３目過疎地域自立促進特別事業基金繰入金９万６,０００円の

増額補正は、代替輸送関連事業に係る繰り入れであります。

次に、１８款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金１,０００万円の増額補正は、前年度繰

越金の一部を予算計上するものであります。

次に、１９款諸収入４項８目１２節とも雑入３,９６０万円の増額補正は、歳出の商工費で

御説明いたしました空知産炭地域振興助成金の増であります。

以上で、一般会計補正予算の説明を終わりまして、次に、議案第７０号の補正予算事項別明

細書の歳出について御説明いたしますので、下水道の２ページをお開き願います。

市営公共下水道特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書。

歳出。

１款市営公共下水道事業費１項公共下水道事業費１目一般管理費２節給料２１万７,０００

円の増額補正は、職員の昇格に伴う一般職級の増であります。

次の２款公債費は財源区分の変更であります。

続きまして、歳入について御説明いたします。

市営公共下水道特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書。

歳入。

３款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金、２１万７,０００円の増額補正は、歳入

歳出予算の調整により、一般会計から繰り入れするものであります。

以上で、議案第６９号と議案第７０号の補正予算事項別明細書について説明を終わりますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） これより、議案第６９号平成２５年度歌志内市一般会計補正予算（第

５号）について質疑に入ります。

質疑ありませんか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） 順次、質問をさせていただきます。

まず、今回提案ありました予算書の様式が変わっております。そこで、歳入も歳出も同じな

のですけれども、４ページ、５ページでちょっと質問をさせていただきたいのですけれども、
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例えばここで、歳入で（款）１３国庫支出金、（項）１国庫負担金というふうに欄外に記入が

されております。そこで、ずっと下のほうを見ますと、例えば、１４、１６、１７、１８と、

款、道支出金だとか、１６寄附金だとか、こう書いてあります。これで、総務省の通達だとい

うようなことを言っておりますけれども、さっき言いましたように、表内に款項目が表記され

ていて従前と全然違ってきているのですけれども、これで本当に予算の計上の仕方が間違いな

いのか、まず、それをお伺いしたいと思います。

それでは、項目別に入らせていただきたいと思います。

まず、６ページの１０目の代替輸送関連事業費、合計で１億１,９１０万８,０００円、これ

確定したから９万６,０００円補正したのだと思いますけれども、このうち上歌分は幾らなの

かをお伺いします。

それから、同じくこの分、年間利用者は何人ぐらいいるのか。とすれば、一日平均何人乗っ

ているのかをお伺いしたいと思います。

それから、同じく６、７ページにわたりますけれども、扶助費の、先ほど提案説明でありま

したけれども、居宅介護費５８万１,０００円、それから同行援助６万４,０００円、これはた

しか最近、新聞で報道があったものの補正だと思うのです。そこで、歌志内の場合、事業所数

が３事業所、これはどこの事業所なのかをお伺いいたします。

それと、この法律は、たしか私の記憶では、２１年の４月と２４年の４月だと思うのですけ

れども、この金額は先ほど申しました５８万１,０００円、６万４,０００円というのは、さか

のぼって何年分、たしかこれ５年で時効だと思うのですけれども、何年分計上をしたのかをお

伺いしたいと思います。

それと、先ほどの３事業所の中での該当人数はどのぐらいいるのかお伺いしたいと思いま

す。

それから、新聞でコメントが出ております。夕張と歌志内ですけれども、歌志内はこれまで

事業者からの問い合わせもなく、市と事業者と双方で認識が足りなかったと、こういうような

コメントをしております。これは誰がコメントしたのか。ということは、私は違うと思うので

すよ。というのは、先ほど申しましたように、この法律は２１年と２４年、改定になったので

はないかというような気がするのですよ。ですけれども、やはり事業所から請求がなくても

あっても、担当の者は、私はいつも言いますけれどもプロなのですよね。プロであれば、この

法律が出たときに、その該当の事業所に請求がないとすれば、該当の事業所にこうこうこうい

うふうに法律が変わりましたよと。おたくの事業所該当になるのだけれども請求してください

と、これがプロだと思うのですよ、私はですよ、そう思うのですよ。だけれども、このコメン

トからいくと、非常に恥ずかしいようなコメントなのですよね。ですから、その辺をお伺いし

たいと思います。

それと福祉灯油、これは資料の２８ページにあります。それで、基準日が２６年１月１日、

この１月１日というのはリッター幾らを予定しているのか、お伺いしたいと思います。

それと、私の記憶では、こういう交付金を市民に還元するとすれば、少なくても条例規則が

必要ではないかという気がいたします。そこで、我々に出されたのは、事業の概要、これで議

会をおさめるつもりなのかお伺いしたいと思います。

それと、次の８ページ、９ページの産炭地振興対策費、新産業創造事業費ですか、これも資

料の２９ページから４２ページでございます。そこで、全部見たら切りがないものですから、

先ほど５年目で６人の新規採用があるという提案説明がありました。それで、資料の３２ペー

ジの一番上の表、総従業員、うち従業員、うちパート、全部で３１人おります。そこで、この
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３１人のうち、市内から通勤しているのは何人かをお伺いいたします。

それと、次のページの３３ページの下のほうに、スタッフ、品質云々と書いて、これ足すと

２９名なのですけれども、これと３１名とちょっと合わないのですけれども、この辺もお伺い

をいたします。

それと、３７ページでも３８ページでもいいのですけれども、初年度とありますね。この初

年度は平成何年を指していてるのか、お伺いしたいと思います。それによって、２年目、３年

目、４年目、５年目、一人ずつで６人ふえますよということだと思うのですよ。この初年度と

いうのは、何年の何月何日から何日までなのかをお伺いしたいと思います。

その辺まででいいです。よろしくお願いをいたします。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩します。

１０分間休憩いたします。

午後 ３時４１分 休憩

────────────────

午後 ３時４８分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

理事者答弁、森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 原田議員の質問に対する御回答を申し上げます。

私のほうから、財政課のほうから、１点目の今回の補正予算に係る様式についての疑問点に

ついてお答えします。

これにつきましては、さきに議員にもお配りしましたとおり、様式の変更についてのお知ら

せという中でも触れておりますが、総務省令で定める様式を基準としており、この範囲内での

変更ということであります。また、他の自治体の多くでもこのような様式を採用しているとい

うことでございますので、問題はないというふうに考えております。

この件につきましては、新しく導入しました財務会計システムに標準装備された様式でござ

います。これを変更するとなりますと、このシステム改修費がかかりますし、改修することに

より、予想ができないふぐあいが発生する可能性もあります。また、システムから出された表

内においては、款項以下が正式に表示されていますので、特に問題はないものと考えておりま

す。また、改修によるふぐあい発生の可能性というリスクを避けることのほうが優先されるべ

きものと考えております。

さらに、表外の款項の表示は、そのページの最初に表示される、予算が属する款項の名称を

単に表題化したものであり、これはこれで他のページとの区別上、便利なものと考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 代替輸送バスの件でございますが、上歌分につきましては、１３

５万３７１円となっております。また、上歌の年間利用者につきましては４,１４７人、一日

平均で１１.３人となっております。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 居宅介護同行援護に係る過誤請求について御説明申し上げま

す。

現在、歌志内の場合、３事業所はどこかということでございますが、事業所につきまして

は、株式会社ジャパンケアサービス、砂川市の希望学院、そして奈井江町のサポートセンター
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ぽすとでございます。

人数につきましては、居宅介護につきましては１０名、同行援護につきましては４名の方が

利用されております。そして、これらにつきまして調査したところ、居宅介護につきましては

平成２１年分からこれが支給されていなかったと、同行援護につきましては２３年から支給さ

れていなかったということでございますので、さかのぼって支給手続を行うところでございま

す。

また、新聞等へのコメントにつきましては、私ども福祉事業グループの担当のほうに新聞社

のほうから取材等がございまして、幾つかいろいろなお話をさせていただいた中で、今回報道

されたように双方にも落ち度があったようなコメントが載せられてしまいましたが、議員御指

摘のとおり、これにつきましては私どもの認識が甘かったということで反省しているところで

ございます。

また、次の福祉灯油についてでございますが、福祉灯油につきましては、現在、このたび補

正予算を上げさせていただきました時点では、リッターが市内で約１０３円ということで計算

しております。その中で、１０３円を基本として、このたび５,０００円という助成の金額を

決めたものでございます。

また、要綱について、条例ではないかという御指摘でございますが、私どものほうも近隣の

市町で福祉灯油を実施しているところを調査いたしましたが、ほとんどが要綱で実施している

ということでございますので、当市におきましても要綱ということを定めて、このたび福祉灯

油の実施ということで行うこととしております。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 新産業等創造助成事業に関係する資料の関係での３点の御質問につ

きましてお答え申しあげたいと思います。

初めに、市内からの通勤者数の人数でございますけれども、社員４名、パート１名の計５名

と伺っております。それから、資料３２ページと３３ページでの従業員数等の関係が２名突合

されないという関係でございますが、３２ページにつきましては総従業員数ということで、右

の３３ページにあります事業概要の部分の社長と工場長も含まれているものでありまして、下

の３３ページの２９名につきましては、社長、工場長を除いたスタッフ、所管担当の人数でご

ざいますので、その２名分が差異でございます。

それから、初年度はいつからかということでございますが、ソラチ・クォーツにつきまして

は１０月決算期でございますので、昨年の２４年１１月から本年度までの１０月までを初年度

としているところでございまして、後段にございます各計画書等につきましても、そのような

形での５期の計画となっているところでございます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 申しわけございません、３事業所の人数でございますが、

ジャパンケアが居宅介護支援事業では７人、希望学院が二人、奈井江のポストが一人でござい

ます。同行援護につきましては、ジャパンケア４人でございます。

以上です。

○議長（山崎数彦君） ほかにありますか。

原田稔朗さん。

○５番（原田稔朗君） もう一度、様式についてお伺いをしたいと思います。
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そうしますと、私は、余り固執するわけではないのですけれども、欄外に款項とありますよ

ね。そして、ずっとこう来て、同じページにまた款項、款項と出てくるのですよね。それで、

できるかできないかは別なのですけれども、見方として、例えば同じページに、４ページでい

いますと国庫支出金、次に道支出金、ここの間をあけて、そしてその上に同じく欄外に款項と

書いてもらったら見やすいなという気がしているのですよ。

それからもう一つは、予算の審査というのかな、予算のときに、例えば何々の款は何ページ

ですよとか出てきますよね。そのときに、どういう表示をしてもらえるのかということも

ちょっと懸念しているものですから、その辺をもう一度お伺いしたいと思います。

それから、６ページ、７ページのジャパンケアと希望学院と奈井江ですね。私が調べた範囲

では、この３事業者のうち、いつの時点かわかりませんけれども、１事業所だけには払ったよ

というような話を聞いておりますけれども、それが本当か、私の聞き間違いなのか。例えば、

払ったとすれば、その時点であと２社については気づくはずなのですよ。気づいたとすれば、

こうこうこういうことで法律が変わって、あなたの事業所も該当しますよと、早く請求したほ

うがいいですよと、こういうのが仕事だと私はそう思うのです。

それと、先ほどもちょっと答弁あったと思うのですけれども、この額はそれぞれ３年分なの

か、４年分なのか、５年分なのか、その辺もちょっとお伺いをしたいと思います。

以上でございます。

会議時間の延長について

○議長（山崎数彦君） お諮りいたします。

ただいま原田議員の質問中ですし、これから理事者の答弁ありますが、お諮りいたします。

本日の議事日程にあります議事が終わりませんので、会議規則第８条の規定により会議時間

を延長し、会議を続行したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議ないものと認め、会議を続行いたします。

理事者答弁、森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 今の質問に対する一番初めの、この補正予算の様式の件でござい

ます。

原田議員のおっしゃられる意図は十分理解できます。例えば、１３款国庫支出金とありまし

て、その下、１４款道支出金ということでございますが、ここら辺をもうちょっと見やすく区

分できるようにというようなことだと思います。それで、１回目の答弁でもお話ししましたと

おり、これはもうこの財務会計システムに標準装備されてこのように出てくるという、標準装

備されたものでございますから、これを変更をかけるということになれば、それなりのお金

も、システム改修費がそれなりにかかるということと、あと一番懸念しているのが、完成され

たこういうシステムについて改修することによって、予想できないふぐあいが生じる可能性が

あるということでございます。

そこで、それが一番、財政サイドとしましても予想できないふぐあいというのが一番懸念し

ているということでありますので、やはり、この練りに練って完成しましたこのシステムをそ

のまま使っていきたいという考えでございますので、何とぞ御理解のほどよろしくお願いいた

します。

２点目はちょっとあれですが、当初予算書本体にはページ数がふらさるわけでございます
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が、例えば、国庫支出金なら国庫支出金が始まるページを表示をしたいと、これは今までどお

りなのですが、そういうふうに考えております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 特別地域加算につきましては、平成２１年４月から居宅介

護、重度訪問介護、同行援護、そして行動援護及び重度身体障害者等包括支援の各種サービス

に設けられ、また、平成２４年４月からは、地域相談支援、計画相談支援及び障害児相談支援

の各種サービスに設けられたものでございます。

御指摘の、１件、平成２４年度にやっているのではないかということでございますが、この

平成２４年度から行われております、地域相談支援事業に係る相談サービスの特別加算につき

ましては、平成２４年度から設けられた事業でありますので、事業所等からの指摘もあり受給

者証に記載したところでございます。

一方、居宅介護と同行支援の事業の訪問サービスに係る特別加算につきましては、平成２１

年度から開始されたものでございまして、このたび北海道からの照会により調査したところ、

居宅介護１０件、同行援護で４件の合計１４件について未記載があったものでございます。気

づかなかったのかというところでございますが、別事業ということもございまして、制度につ

いての認識と理解が足りなかったというところで反省しているところでございます。

また、何年さかのぼるのだというところでございますが、居宅介護事業につきましては平成

２１年度から始まっておりますので、２１年度までさかのぼって、それまで支払っていた部分

の実績に１５％を掛けたものをこのたび補正させていただいたものでございます。

以上です。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

川野敏夫さん。

○２番（川野敏夫君） 資料のほうの２８ページで説明されているのですけれども、助成の申

請、助成申請書により申請を行うということですけれども、今までの説明で４９７世帯が該当

するのかなというふうには考えるのですけれども、これ、それぞれの世帯に連絡があって、例

えば、おたく申請してくださいみたいな連絡があるというふうに考えてよろしいですか。

それと、この予算書の１１ページ、教育費の中なのですけれども、事務補助員の賃金の補塡

分、それから用務員の賃金の補塡分、これそれぞれ何カ月分になっているのですか。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 基準日におきまして、対象世帯につきましては、１月上旬を

めどに対象者の方々に通知をしたいというふうには考えております。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 事務局職員の長期休職となったことによる事務補助員の賃金の関

係でございますけれども、これについては６６日分、それからもう一つの小学校の用務員の関

係でございますけれども、９６日分を予算計上させていただいております。

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 福祉灯油なのですけれども、住民からいろいろ、もう少し早く動き出し

してほしかったという要望がありました。９月議会に提案してもらって、１１月ぐらいからで

もという要望があったのですけれども、どういった話し合いの中で、この１月というのが出て

きたのか伺いたいと思います。
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もう一つ、福祉灯油の件で、１月から３月まで、これで５,０００円ということで考えてい

いのか。１カ月ずつ５,０００円ではなくて、この３カ月間で５,０００円で考えていいのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。

二つめに、歳入でありますけれども、地域の元気臨時交付金なのですけれども、これの性質

についてちょっと説明していただきたいと思います。あと、これがいつ国から入ってくるのか

というのがわかっていたのかどうなのかをお聞きしたいと思います。

三つ目なのですけれども、ソラチ・クォーツさんのさっきの原田議員のやつもあるのですけ

れども、資料の２９ページの概要、さっきの話を聞いていると要綱があるという話なのですけ

れども、概要じゃなくてここに添付するのは要綱のほうがいいのではないかなという感じがす

るのですけれども、その辺どうかお聞きしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） この時期ということで、福祉灯油の関係なのですが、私ども

も福祉灯油を実施するに当たりまして、灯油価格を灯油単価とにらみ合いながら、実際にその

福祉灯油を実施するのかしないのかというのを見きわめながらきておりました。それで、この

たび１２月の補正を上げさせていただいたわけなのですが、それで１月から実施するというの

は事務的な作業、また、皆さんへの周知等がございますので、どうしても１月から３月になっ

てしまうということで御理解いただきたいと思います。

それと５,０００円につきましては、これは１月から３月までで全部で５,０００円と。毎月

ではなくて、一人１回、対象世帯に５,０００円の灯油の助成券ということでございます。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 地域元気臨時交付金でございます。１,１７９万円を補正いたし

ておりますが、地域活性化等に資するために公共投資資金として交付されたものでございま

す。これの基礎となるのが、国の平成２４年度補正予算に伴う追加公共事業費に基づき算定さ

れたものでございます。

平成２４年度補正予算の追加公共事業費ということでは、当市におきましては、対象事業費

は、除雪ロータリー購入事業がこれに当たります。除雪ロータリー購入事業としまして、補助

基本額３,９３０万円、これの補助金が３分の２ございましたので、これの３分の１、１,３１

０万円、これが今回の交付金の補助基本額となりました。１,３１０万円のこれに０.９％を掛

けた金額が１,１７９万円ということでございます。

なお、これにつきましては、１２月末に収入予定ということになっております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） ソラチ・クォーツの関係で女鹿議員から御質問があったのですけれ

ども、聞きとりづらかったのですが、要綱というふうに聞こえたのですけれども、概要の２９

ページで、ソラチ・クォーツの関係で、要綱にすべきというふうにとれたのですが、この概要

を何かあれなのでしょうか。申しわけございません。要望でしょうか。（女鹿議員「間違えま

した」と呼ぶ）

○議長（山崎数彦君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第６９号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第６９号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第７０号平成２５年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第２号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第７０号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第７０号は、原案のとおり可決されました。

休 会 に つ い て

○議長（山崎数彦君） お諮りいたします。

行政常任委員会審査のため、１２月１８日を休会したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

したがって、１２月１８日を休会とすることに決定いたしました。

なお、行政常任委員会は１２月１８日に委員会を開き、付託案件の審査をお願いいたしま

す。

来る１２月１９日、本会議を開きますので、所定の時間に御参集願います。

散 会 宣 告

○議長（山崎数彦君） 以上で、本日の日程は全部終わりました。

本日は、これにて散会いたします。

大変御苦労さまでした。

（午後 ４時１６分 散会）
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上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 山 崎 数 彦

署名議員 湯 浅 礼 子

署名議員 女 鹿 聡


